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各 位 

 
株式会社 りそなホールディングス            
株式会社 埼 玉 り そ な 銀 行            
株式会社 近 畿 大 阪 銀 行            
株式会社 奈 良 銀 行            

 

 

「リレーションシップバンキングの機能強化計画」の進捗状況について 

 

 

 りそなグループの埼玉りそな銀行（社長 利根 忠博）、近畿大阪銀行（社長 水田 廣行）および奈良

銀行（社長 上林 義則）は、昨年 8月に策定した「リレーションシップバンキングの機能強化計画」

の進捗状況（平成15年 4月～平成 16年 9月）を、別添のとおり公表させていただきます。 

 

以 上 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リレーションシップバンキングの 

機能強化計画の進捗状況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年 10 月 

株式会社 埼玉りそな銀行 



 1
（埼玉りそな銀行） 

１． 全体的な進捗状況及びそれに対する評価 

  当社は、平成 15 年３月の営業開始以来、「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展す

る銀行」を目指し、さまざまな変革に取組んでおります。平成 15 年８月に策定した「リレーションシッ

プバンキングの機能強化計画」は、この経営理念を実現するうえで極めて重要なものと位置づけ、積

極的に取り組んでおります。 

 平成 15 年度は、まず上半期において、創業・新事業支援機能の強化に向け、「新事業支援室」

を新設したほか、政策金融機関との連携や独自の「目利き研修」の創設等を実施しました。経営相

談・支援機能の強化については、「経営支援室」の新設準備、地域版再生ファンド「埼玉企業リバイ

バルファンド」の組成、埼玉県中小企業再生支援協議会への人材派遣等を実施するなど、計画推

進の基盤となる体制整備を行いました。 

下半期においては、こうした基盤整備を活かし、創業・新事業支援では、ベンチャー向け融資ファ

ンド「埼玉りそな V ファンド」の新設・活用（1 社 30 百万円）、「彩の国りそなベンチャーファンド」投資

先からマザーズ上場企業が誕生するなどの実績を挙げました。 経営相談・支援機能の強化につい

ては、「経営支援室」の関与等により、経営改善支援取組み先 368先のうち、債務者区分の上昇 33
先、維持 307 先（通期では上昇 47 先、維持 302 先）の実績を挙げたほか、「埼玉企業リバイバルフ

ァンド」の活用 5 件、2,122 百万円、中小企業再生支援協議会の機能活用 16 先等を実施いたし

ました。 

また、新たな中小企業金融への取組みとして、新スコアリングモデルによる融資商品「埼玉倶楽

部」、「保証革命」の取扱を開始し、合計 548 件 17,439 百万円の実績を挙げるなど、各施策におい

て着実に成果を積上げました。 

平成 16 年度上半期は、各施策への取組みを一層強化し、創業・新事業支援において、埼玉大

学と産学官連携等にかかる包括的な協力協定を締結したのを始め、早期事業再生への取組みに

おいては、埼玉県中小企業再生支援協議会と連携し経営改善計画の策定を完了（5 社）し、また、

経営相談・支援機能の強化についても、経営改善支援取組み先 426 先のうち、債務者区分の上昇

93 先、維持 290 先の実績を挙げるなど、具体的な成果をさらに積上げました。 

全体として当社の機能強化計画は、当初スケジュールどおり進捗しているものと評価しております。

（機能強化計画の主な進捗状況は以下のとおりです。詳細については、別紙「アクションプログラム

に基づく個別項目の計画の進捗状況」をご参照ください。） 

今後の課題としては、既存施策をさらに強化し継続して取組んで行くとともに、外部機関と連携し

た創業・新事業支援の活用実績の積上げ、早期事業再生に向けた取組みにおける先進的手法の

活用強化等、さらなる具体的成果の積上げであると認識しております。 平成 16 年度下半期は、集

中改善期間の総仕上げの期間であり、各施策へ積極的に取組み、ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ機能を一

層強化し、経営理念である「地域との共存共栄」を目指してまいります。 

 〔機能強化計画の主な進捗状況（平成 15 年 4 月～16 年 9 月）〕 

○創業・新事業支援機能の強化 
「新事業支援室」の新設を始め、同室の関与による新技術を有する企業への融資、当社独自の

「目利き研修」の継続的実施、商工会議所との提携等による支援機能の強化を図りました。また、

「彩の国りそなベンチャーファンド」では、これまで 11 社、214 百万円を投資（うち１社はマザーズへ

上場）し、今年 3 月に新設したベンチャー向けファンド「埼玉りそなＶファンド」においても 6 社、144
百万円の投融資を取扱う等、具体的な成果を挙げることができました。 
一方、国民生活金融公庫・日本政策投資銀行等との相互協力に関する契約締結や、埼玉大学

との産学官連携等にかかる包括的な協力協定の締結（16 年 9 月）、当社社員の公職（埼玉大学

産学交流協議会「目利き委員」、さいたま市産業創造財団理事）就任など、産学官との幅広いネッ

トワークを構築し、活用を図っております。 



 2
（埼玉りそな銀行） 

○取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 
経営相談・支援に係るソリューション提供機能の強化を図るべく、ビジネスマッチング契約を(財)

社会経済生産性本部や(株)川原経営総合センターと締結する等、外部機能を活用した機能・枠

組みを整備したほか、当社独自の「中小企業支援スキル向上研修」を継続的に実施しました。また、

中小企業経営者育成として、りそな総合研究所(株)の「マネジメントスクール」、(財)埼玉りそな産業

協力財団の「経営者セミナー」の受講を推奨し、中小企業等の財務・経営管理能力向上を支援い

たしました。 

また、「経営支援室」を中心とした経営支援機能の強化や外部機能の積極活用等により、平成

16 年度上期は、経営改善支援取組み先 426 先のうち、債務者区分の上昇 93 先、債務者区分の

維持 290 先と上位遷移率は大幅に上昇いたしました（前期比 9.7 ポイント上昇）。 

○早期事業再生に向けた取組み 
企業再生支援の専担部署として「経営支援室」を設置したのを始め、埼玉県中小企業再生支援

協議会への人材派遣、同協議会との連携強化により 7 社について経営改善計画書の策定が完了

するなど、早期事業再生に積極的に取り組みました。また、監査法人等の外部ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ機能の

活用や NPO 法人埼玉事業活性化機構との連携、実質的な「プレパッケージ型」再生手法の活用

など、早期再生を図るうえで最適なスキームの策定に取り組んでおります。さらに、監査法人からの

人材受入れや、外部専門家を講師とした当社独自の「企業再生支援人材育成研修」を継続的に

実施し、人材面での強化を図っております。 

○新しい中小企業金融への取組み 
担保・保証に過度に依存しない融資促進策として、地域特性を踏まえた当社独自の新スコアリ

ングモデルを構築し、15 年 11 月より、同モデルを活用したスピード審査型の新融資商品「保証革

命」、「埼玉倶楽部」（無担保、第三者保証人不要）の取扱を開始し、累計で 1,142 件、33,877 百

万円と高い実績を挙げました。さらに、両商品の地元商工会議所等との提携や、税理士会及び

TKC と提携した財務諸表の精度が高い中小企業向け融資商品「アシスト保証」「TKC アシスト保

証」の取扱開始等に取り組んでおります。 

○お客さまへの説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化 
お客さまへの融資契約書等の説明体制の強化に向け、本部に専担者を配置したほか、「金融

検査マニュアル」や「事務ガイドライン」等の主旨徹底を目的に「顧客への説明態勢の強化 Q&A」

を作成し、研修会や勉強会を実施いたしました。また、お客さまからの苦情受付・処理体制を強化

するため、苦情報告を社内 LAN システムに一元化するとともに、営業店への苦情事例の還元や

事例研修等を実施し、一層の対応力強化を図っております。 

○健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み 
地域金融機関トップ水準の健全性を確保・維持するため、自己査定及び償却･引当について、

当社の規模･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ等を踏まえた抽出基準の見直し、自己査定研修会の開催、査定修正事例

還元等を実施しました。さらに、DCF 法による引当額算定方法の見直しや、改正事務ガイドライン

を踏まえた「開示債権判定基準」「要管理債権運用マニュアル」の一部改定、不動産担保評価に

おける早期処分減価率導入による担保評価の厳正化等、更なる精緻化に取組み、一層の健全性

向上に取り組んでおります。 

  ○地域貢献に関する情報開示 
地域貢献に関する情報開示については、ディスクロージャー誌（16 年 1 月、7 月）やミニディスク

ロージャー誌（15 年 12 月）を制作・発行し、店頭等で配布するとともに、当社ホームページ上に掲

載する等、情報開示の充実に努めております。 
 

以  上 



２２２２．．．．アクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムにににに基基基基づくづくづくづく個別項目個別項目個別項目個別項目のののの計画計画計画計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

（1）１５年４月から１６年９月の全体的な進捗状況及びそれに対する評価

（2）１６年４月から１６年９月までの進捗状況及びそれに対する評価

（3）アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月 （計画の詳細）

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢
の強化

①審査所管部署と企業調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
「新事業支援室」及び外部提携先と
の連携等による創業・新規事業関連
情報・個別企業動向等の取込、審査
への活用。（随時）
②起業・新規事業・研究開発等に係
わる県制度融資等の斡旋による資金
面での支援。（随時）
③審査担当者の「目利き研修」参加
等による創業・新事業に関わる審査
能力の一層の向上。

①審査所管部署、企業調査ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ、「新事業支援室」等の連
携、審査への活用。
②審査業務における県制度融
資等の斡旋。
③審査担当者等の「目利き研
修」への参加（15年度下期～）。

・同左。 ①審査所管部署、企業調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ、「新事業支援室」等の
連携・協力により、新規事業等への融資取扱
・DPF装置開発企業及び精密電子部品製造企業への融資
取扱（3億円、5億円）
・企業調査ｸﾞﾙｰﾌﾟが保有する業界動向調査情報（約60業
種）を審査に活用
・情報交換会の実施
・Ｖファンドによる融資 4件 64Ｍ
・Ｖファンドによる投資 2件 80Ｍ

②審査業務における県制度融資等の斡旋。
・国民生活金融公庫へ融資斡旋
   取次案件 15件、融資実行 5件 86.2Ｍ

③審査担当者等の「目利き研修」への参加

①審査所管部署、企業調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ、「新事業支援室」等の
連携・協力により、新規事業等への融資取扱
・企業調査ｸﾞﾙｰﾌﾟが保有する業界動向調査情報（約60業
種）を審査に活用
・情報交換会の実施
・Ｖファンドによる融資 3件 34Ｍ
・Ｖファンドによる投資 2件 80Ｍ

②審査業務における県制度融資等の斡旋。
・国民生活金融公庫へ融資斡旋
   取次案件 6件、融資実行 1件 3.5Ｍ

・

平成15年度は、上半期において計画推進の基盤となる体制整備等中心に機能強化に取り組み、下半期においてはこうした基盤整備等を活かし、各施策において具体的な成果を積上げました。
平成16年度上半期は、各施策への取組みを一層強化し、経営改善支援取組み先について上位遷移率が大幅に上昇するなど、さらなるリレーションシップバンキング機能の強化ならびに具体的成果の積上げを図ることができ、計画は当
初スケジュールどおり進捗しているものと評価しております。

平成16年度上半期は、各施策への取組みを一層強化し、創業・新事業支援において、埼玉大学と産学官連携等にかかる包括的な協力協定を締結したのを始め、16年3月に新設した「埼玉りそなＶファンド」においても6件144百
万円の投融資を取扱うなど実績を挙げました。
  早期事業再生への取組みにおいては、埼玉県中小企業再生支援協議会と連携し、5社について経営改善計画の策定を完了したのを始め、経営相談・支援機能の強化についても、経営改善支援取組み先426先のうち、債務者
区分の上昇93先、維持290先と上記遷移率は大幅に上昇いたしました。
  また、新しい中小企業金融への取組みとして、新スコアリングモデルによる融資商品「埼玉倶楽部」「保証革命」の取扱が合計594件16,438百万円と高い実績となるなど、各施策において具体的な成果をさらに積上げました。

・ 当社は、平成15年3月の営業開始以来、「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指し、さまざまな変革に取組んでおります。平成15年8月に策定した「リレーションシップバンキングの機能強化計画」は、
この経営理念を実現するうえで極めて重要なものと位置づけ、積極的に取り組んでおります。

・

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

1 （埼玉りそな銀行）



具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月 （計画の詳細）

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価
できる人材の育成を目的とした研修の実施

①「目利き研修」を独自に創設し、支
店長、融資・渉外担当者等を対象とし
て実施。

①「目利き研修」の創設、実施
（15年度下期～）。

・同左。 ①当社独自の「目利き研修」ｶﾘｷｭﾗﾑの策定(15年9月)、実
施（15年11月～）
  対象者：支店長ｸﾗｽ（初回のみ役員、本部部長含む）
   第1ｸｰﾙ（15/11～16/3）52名
   第2ｸｰﾙ（16/4～16/9）78名
②通信講座の受講推奨「創業・新事業支援<目利き>講座」
（きんざい）

①第１ｸｰﾙ未受講者支店長78名を第２ｸｰﾙ対象者として、
下記ｽｹｼﾞｭｰﾙにて「目利き研修」を開催済（全5回）
    第1回：15/11 「創業・ベンチャーを取巻く環境」
    第2回：16/5  「企業の付加価値の検証」
    第3回：16/6  「企業の成長可能性の検証」
    第4回：16/7  「起業サポート」
    第5回：16/9  「創業・ベンチャー起業の発掘」
②第3ｸｰﾙは16年11月より、未受講の支店長ｸﾗｽ及び融
資・渉外ﾏﾈｰｼﾞｬｰｸﾗｽを対象に実施

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や
日本政策投資銀行との連携。「産業クラス
ターサポート会議」への参画

①日本政策投資銀行、国民生活金融
公庫等の政策金融機関、中小企業支
援諸団体等との定例的な情報交換の
実施。
②「産業クラスターサポート金融会
議」及び埼玉県内における産業クラス
ター計画に対応する地域会合等への
参加。
③中小企業の技術評価における埼玉
県内大学との連携強化。

①日本政策投資銀行、国民生
活金融公庫等との「情報交換に
関する覚書」締結、連携強化。
②「産業クラスターサポート金融
会議」及び地域の会合等への
参加。
③技術評価における埼玉県内
大学との連携強化。

①同左。
②同左。
③技術評価の具体的な活用方
法の策定、実施。

①国民生活金融公庫等との情報交換を実施し、適宜、営業
店宛情報提供を実施。加えて、同公庫と「業務連携・協力に
関する覚書」を締結。15年8月より2ヶ月に1回情報交換を実
施
②日本政策投資銀行とﾍﾞﾝﾁｬｰ事業・事業再生等に関わる
「業務協力協定」を締結(15年10月)  。以後毎月1回の情報
交換を実施
③埼玉大学と包括協定締結（16年9月）
④「産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」へ幹事として出席、情報交
換並びに営業店宛還元実施(15年6月,16年2月)
⑤入間市の「入間地域産学官ﾈｯﾄﾜｰｸ事業」『元気な人間も
のづくりﾈｯﾄﾜｰｸ』のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして委嘱を受け応諾(15年9
月)
⑥「目利き人材ﾈｯﾄﾜｰｸを活用した技術移転促進啓発事業
研究会」等を通じ、埼玉大学地域共同研究ｾﾝﾀｰと中小企
業の技術評価等につい協議開始(15年9月)

①中小公庫及び商工中金と業務協力に関する契約を締結
（16年6月）。以後、2ヶ月に1回情報交換を実施
②16年3月にさいたま市産業創造財団の理事に新事業支
援室長が就任し、同財団の持つ中小企業支援機能を営業
店に還元
③16年9月に埼玉大学と包括協定締結し、地域共同研究ｾ
ﾝﾀｰ専任教官と共に当社取引先を訪問
④入間市の「入間地域産学官ﾈｯﾄﾜｰｸ事業」『元気な人間も
のづくりﾈｯﾄﾜｰｸ』の実行委員会出席（16年5月）

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本
政策投資銀行、中小企業金融公庫、商工
組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

①政府系金融機関等との情報交換に
よる、ベンチャー企業育成等に係わる
連携強化。

②「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」の積
極的な活用。

①日本政策投資銀行、国民生
活金融公庫等との「情報交換に
関する覚書」締結・連携強化、
定期的（２ヶ月に１回）な情報交
換の実施。
②「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」
の積極的な活用。

・同左。 ①国民生活金融公庫と「業務連携・協力に関する覚書」を
締結。融資案件取次を実施(通期実績:取次15件・実行5件
86.2百万円)。15年8月より情報交換を2ヶ月に1回実施
②日本政策投資銀行とﾍﾞﾝﾁｬｰ事業・事業再生等に関する
「業務協力協定」を締結（15年10月）。以後毎月1回の情報
交換を実施
③「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」を積極的に活用しており、
当社営業開始以降、4社、76百万円投資、これまでの累計
では11社、214百万円の投資を実施。加えて、投資先のうち
1社は東京証券取引所ﾏｻﾞｰｽﾞへ上場(15年11月)

①中小公庫及び商工中金と業務協力に関する契約を締結
（16年6月）。以後2ヶ月に1回情報交換を実施
②国民生活金融公庫との「業務連携・協力に関する覚書」
を締結。融資案件取次を実施(上期実績：取次6件・実行1件
3.5百万円）。情報交換を2ヶ月に1回実施
③「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」投資実績1件20百万円
④ﾍﾞﾝﾁｬｰ・新事業取組企業向け新ﾌｧﾝﾄﾞ「埼玉りそなＶﾌｧﾝ
ﾄﾞ」を設立（16年3月）。Ｖﾌｧﾝﾄﾞ融資実績3件34百万円、Ｖﾌｧ
ﾝﾄﾞ投資実績2件80百万円

（５）中小企業支援センターの活用 ①地域の中小企業支援センターに対
し、情報交換を行うため半期に１回の
定例的な訪問を実施。
②各地域に「ビジネスサポートセン
ター」を設置し、中小企業向けスピー
ド審査型融資商品等を提供。

①「新事業支援室」による中小
企業支援センターとの定例的な
情報交換の実施。
②「ビジネスサポートセンター」
の設置（15年下期～）。

・同左。 ①埼玉県中小企業支援ｾﾝﾀｰが設置されている（財）埼玉
県中小企業振興公社との情報交換（実績18回）並びに営業
店宛還元を実施
②同公社職員を「目利き研修」講師として招聘（16年2月、7
月）
③地域中小企業支援ｾﾝﾀｰの熊谷、浦和の商工会議所との
情報交換を実施（浦和15年7月、熊谷15年9月）
④新事業支援室の定着化、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰの設置に伴
い、法人ﾌﾟﾗｻﾞを廃止（15年12月）

①埼玉県中小企業支援ｾﾝﾀｰが設置されている（財）埼玉
県中小企業振興公社との情報交換（実績6回）並びに営業
店宛情報還元を実施
②地域経済発展、地域金融円滑化に寄与する為、地域中
小企業支援ｾﾝﾀｰの指定を受けている県内5商工会議所
（浦和・熊谷・川口・川越・春日部）、埼玉県商工会連合会、
狭山商工会議所と業務協力協定を締結（15年12月～16年3
月）、定例的に各商工会議所と情報交換を実施（上期11回）
③さいたま市産業創造財団と｢業務協力に関する覚書｣締
結（16年6月）
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具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月 （計画の詳細）

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を
提供する仕組みの整備

「地域運営」導入を踏まえ、一層の情
報提供力強化の為、以下の施策を実
施。
①営業店・地域本部・本部間の情報
共有化推進
②営業斡旋活動におけるマンパワー
の強化
③「営業情報デスク」の設置
④本部活動状況のフィードバック

①「法人プラザ」に人材採用・配
置
②顧客向けパンフレット等を作
成、配布。
③「法人プラザ」専用アイコン設
置、ホームページへの掲載。
④公的支援制度の営業店向け
研修会の実施。

①「営業情報デスク」を設置し、
地域窓口担当者を任命
②地域本部にインフォメーション
オフィサーを配置
③営業店・地域本部・本部間情
報共有アイコンの設置
④具体的な営業斡旋手法等を
営業店へ提供

①新事業支援室の定着化、法人営業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ（情報担
当）創設、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰの設置に伴い、「法人ﾌﾟﾗｻﾞ」を
廃止(15年12月)
②事業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（営業斡旋要員）として当社OB2名を採
用（15年9月）。同2名増員（16年5月）
③顧客ｿﾘｭｰｼｮﾝ提供力強化を図るため、金融他業態や専
門的機能を持つ企業6社とﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ契約締結
④社内ＬＡＮに専用ｱｲｺﾝを設置し、社内での情報を一元管
理・共有化する仕組みを構築（16年6月）

①法人部内に「営業情報ﾃﾞｽｸ」を設置し、営業店の顧客ﾆｰ
ｽﾞへの対応力を強化(16年6月)
②顧客ｿﾘｭｰｼｮﾝ提供力強化を図るため、金融他業態や専
門的機能を持つ企業6社とﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ契約締結
③営業店・地域本部・本部間情報共有ｱｲｺﾝ（『営業情報革
命』）の新設(16年6月)
④各地域本部にｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ（情報活動専担者）を配
置(16年7月)
⑤埼玉県中小企業振興公社等と共同で、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ商
談会等を企画、開催準備（16年10月開催）

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不
良債権の新規発生防止のための体制整備
強化並びに実績公表

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とし
た研修の実施

①「中小企業支援スキル向上研修」
を独自に創設、実施。

①「中小企業支援スキル向上研
修」を創設、実施（15年下期
～）。

・研修内容の見直し、対象者の
拡大を検討。

①当社独自の「中小企業支援ｽｷﾙ向上研修」の創設、実施
(16年2月、7月、9月）
②通信講座の受講推奨「中小企業経営改善プログラム講
座」（きんざい、15年9月）

①「中小企業支援ｽｷﾙ向上勉強会」を実施（16年7月、9月、
104名参加）

（５）「地域金融人材育成システム開発プロ
グラム」等への協力

①「マネジメントスクール」の積極的推
進、研修プログラム内容の見直し。
②りそな総合研究所、（財）埼玉りそ
な産業協力財団、りそな中小企業振
興財団主催の経営者、管理者向けセ
ミナー開催支援、セミナ ー内容の見
直しを適宜実施。

①「マネジメントスクール」の受
講推進、研修内容見直し。
②りそな総合研究所、（財）埼玉
りそな産業協力財団、りそな中
小企業振興財団主催の経営者
セミナーの開催支援、内容の見
直しの実施。

・同左。 ①「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｸｰﾙ」（りそな総合研究所主催）、「経営者ｾﾐ
ﾅｰ」（埼玉りそな産業協力財団主催）の受講者募集を支援
（15年9月、16年9月)
②16年4月より「第17期ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｸｰﾙ」（りそな総合研究所
主催）開講（17名参加）
③「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｸｰﾙ」「経営者ｾﾐﾅｰ」開催内容見直しの実施

①16年4月より「第17期ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｸｰﾙ」（りそな総合研究所
主催）開講（17名参加）
②「第18期ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｸｰﾙ」「2004経営者ｾﾐﾅｰ」の受講者募
集開始（16年9月）
③「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｸｰﾙ」の内容見直し実施（ｶﾘｷｭﾗﾑ・講師の一
部変更）
④前年度参加者ｱﾝｹｰﾄを参考に、「2004経営者ｾﾐﾅｰ」の
ﾃｰﾏ及び講師選定を実施

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再
生の取組み。「早期事業再生ガイドライン」
の趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

①個社別再建計画の策定支援、進捗
管理の徹底。
②本部専担部署による、現場実査、
経営者面談、計画内容協議等への積
極的関与。
③監査法人等の外部コンサルティン
グ機能、プリパッケージ型事業再生
等の活用検討。
④企業再生ファンドの創設、事業再
生支援。
⑤中小企業再生支援協議会の再生
支援機能を活用。

・同左。
・個社別の実態に即した再生ｽ
ｷｰﾑ、機能の活用による早期事
業の再生。

・同左。 ・個社別に計画の策定や精緻化等の支援を実施（経営支援
室の積極関与により44社の計画の策定に着手。うち、完了
先21社）
・取引店訪問・取引店との協議会開催（累計110ヶ店）、外部
ｺﾝｻﾙ等との協議会開催（累計45社）、現場訪問・社長等面
談(累計70社)を実施
・監査法人等ｺﾝｻﾙ導入15社、NPO法人埼玉事業活性化機
構持込み先5社、埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞを含めた再生ﾌｧﾝ
ﾄﾞの活用（売却）実績14社（案件持込み・検討のみ実績39
社）
・埼玉県中小企業再生支援協議会への案件持込み24社（う
ち7社は協議会と連携し経営改善計画策定完了）

・個社別に計画の策定や精緻化等の支援を実施（経営支援
室の積極関与により21社の計画の策定に着手。うち、完了
先17社）
・取引店訪問・取引店との協議会開催（累計46ヶ店）、外部ｺ
ﾝｻﾙ等との協議会開催（累計45社）、現場訪問・社長等面
談(累計37社)を実施
・監査法人等ｺﾝｻﾙ導入10社、NPO法人埼玉事業活性化支
援機構持込み先5社、埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞを含めての再
生ﾌｧﾝﾄﾞの活用（売却）実績4社（案件持込み・検討のみ実
績14社）
・埼玉県中小企業再生支援協議会への案件持込み8社（う
ち5社は協議会と連携し経営改善計画策定完了）

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生
ファンドの組成の取組み

①埼玉県の中小企業を対象とした本
邦初の地域限定企業再生ファンド「埼
玉企業リバイバルファンド」の組成。
②当ファンドへの県内他金融機関等
への出資要請、地域再生ファンドへ
の拡充。

①外部企業との共同による地
域限定ファンドの組成（15年度
上期）と活用。
②他金融機関等への出資要
請、ファンドの拡充。

・同左。 ・埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞを組成（15年7月）、計22社の売却
価格ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘを実施し再生ｽｷｰﾑを検討。内5件の売却を実
施
・県内地銀・信用金庫、埼玉県、中小企業基盤整備機構等
へﾌｧﾝﾄﾞの設立説明、出資要請を実施

・計5社の売却価格ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘを実施（個社別に再生の方向性
を検討したが、買取り価格等の条件が整わず売却実績は
なし）
・大手監査法人をｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして、中小企業基盤整備機
構、各金融機関、埼玉県等とﾌｧﾝﾄﾞへの出資に関する協議
を実施

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイ
ナンス等の活用

①法的整理等の申立案件に応じて、
デット・エクイティ・スワップ、ＤＩＰファイ
ナンス等の活用を検討。
②特に、ＤＩＰファイナンスについて
は、埼玉県信用保証協会の「事業再
生保証制度」（法的な再建手続を行う
中小企業への融資への保証制度）等
の活用を検討。

・同左。
・法的整理等の申立案件に応じ
て活用を検討。

・同左。 ・再生ﾌｧﾝﾄﾞとの協議や監査法人等の外部機関との連携に
より、DES、DDS、DIP等のｽｷｰﾑ活用を検討
・民事再生法の法的整理申立企業(9先)について、DIPのｽ
ｷｰﾑの活用を検討し、そのうち１社（製造業）に対しては、ﾌﾟ
ﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型と呼ばれる手法にほぼ沿った形で再建ｽｷｰﾑを
策定

・民事再生法の法的整理申立企業（9先）の内、1社（製造
業）についてﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型と呼ばれる手法にほぼ沿った形
で、再建ｽｷｰﾑを策定
・DESにはなじまないが、DDSの検討が可能である中小企
業数社に対しては、大手監査法人と連携してDDS導入を検
討中

（３．経営改善支援の取組み状況、４．経営改善支援の取組み実績参照）
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具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月 （計画の詳細）

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、Ｒ
ＣＣ信託機能の活用

①企業再生ファンド、産業再生機構
等の機能とともに、有効な手段の一
つとして個社別状況・ニーズ等を見極
めつつ活用を検討。

①個社別状況・ニーズ等を見極
めつつ活用を検討。

・同左。 ・ＲＣＣ信託機能を活用した再生対象案件1件あったもの
の、当該債務者については事業継続を断念したため、取り
扱い至らず

・大手監査法人、外部ｺﾝｻﾙ等と連携して経営改善計画を
策定した先の中からRCC信託ｽｷｰﾑの活用を検討したが、
該当先が事業継続を断念したことにより、取り扱い至らず

（５）産業再生機構の活用 ①企業再生ファンド、ＲＣＣ信託機能
等とともに、有効な手段の一つとして
個社別状況・ニーズを見極めつつ活
用を検討。

①個社別状況・ニーズ等を見極
めつつ活用を検討。

・同左。 ・当行ﾒｲﾝの製造業1社に対して産業再生機構の活用を検
討し、当該債務者に要請したが理解得られず見送り

・同左

（６）中小企業再生支援協議会への協力と
その機能の活用

①当社が中小企業再生に関わる経
営改善助言等の経営相談を実施する
中で、再生支援協議会の機能を積極
的に活用。
②当社独自の企業再生ファンド「埼玉
企業リバイバルファンド」のコンサルタ
ントとして招聘、機能活用。

①再生支援協議会の機能紹
介・利用促進。
②「埼玉企業リバイバルファン
ド」のコンサルタントとして招聘、
機能活用。

・同左。 ・埼玉県中小企業再生支援協議会の支援責任者に当社Ｏ
Ｂ、事務局長に出向者を派遣し全面的に協力
・埼玉県中小企業再生支援協議会への案件持込み24社（う
ち7社は協議会と連携し経営改善計画策定完了）
  （計画策定先に対しては、協議会と連携し進捗状況ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞを実施）
・協議会側から当社未取引先についての相談を受け、貸出
を実行（1社60百万円）
・協議会の機能活用強化に向けて埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ
や大手監査法人2社との情報交換を実施

・上期については新たに8社持ち込みを実施し、15年度に持
ち込んだ案件も含め、5社の経営改善計画を策定

（７）企業再生支援に関する人材（ターンア
ラウンド・スペシャリスト）の育成を目的とし
た研修の実施

①「企業再生支援人材育成研修」を
独自に創設、実施。

①具体的な研修内容、講師の
選定等の検討、実施（15年度下
期～）。

①平成１６年度下期までの集中
改善期間内において、半期に１
回実施。

・「企業再生支援人材育成研修」プログラムを独自に策定
し、開催（15年度下期７回、16年度上期3回開催）
・参加対象者は、本部審査担当者から営業店審査対象者
にまで拡大
・通信講座の受講推奨「事業再生講座」（きんざい）

・企業再生支援人材育成研修を全3回開催（支店長、営業
店審査担当者向け。累計167名参加）

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しない融資の
促進等。第三者保証の利用のあり方

①無担保、第三者保証人に依存しな
い既存融資商品について、融資対象
先の拡大、適用金利の運営（信用リ
スクに応じた金利設定）、審査プロセ
スの弾力化等の改善を実施。
②地域特性を踏まえた新スコアリング
モデルの導入、既存融資商品の改
定、新融資商品の開発。
③住宅ローンを返済原資（無担保）と
した建設業者向け住宅建築つなぎ資
金「住宅建築サポート保証」等の開
発。

①既存融資商品の改善。
②新スコアリングモデルの導
入、既存融資商品の改定、新融
資商品の開発。
③「住宅建築サポート保証」の
取扱。

①既存融資商品の改定、新融
資商品の開発。

①「けやきﾌｧﾝﾄﾞ」 96件、4,790百万円、
   「さくら草ﾌｧﾝﾄﾞ」43件、2,080百万円の取扱実績
②無担保、第三者保証人に依存しない既存融資商品につ
いて、融資対象先の拡大(建設業・不動産業)、適用金利の
運営（信用ﾘｽｸに応じた金利設定）、審査プロセスの弾力化
(収益弁済可能年数の確認)、その他取扱条件等の改善実
施(15年9月)
③新融資商品「保証革命」「埼玉倶楽部」を導入(15年11月)
  「保証革命」     156件、 3,395百万円、
  「埼玉倶楽部」  986件、30,482百万円の取扱実績
④「住宅建築ｻﾎﾟｰﾄ保証」(無担保)を導入(15年7月)

①取扱条件（融資限度額）等の改定を実施(16年6月)
②「保証革命」     98件、  2,014百万円、
  「埼玉倶楽部」 496件、14,424百万円の取扱実績

（３）証券化等の取組み ①地域自治体の証券化ニーズ調査。
②既存ノウハウを活かし地元中小企
業向け貸出債権を対象とした証券化
プログラム（ＣＬＯ，ＣＢＯ等）を構築。

①地域自治体等の証券化ニー
ズ調査。
②具体的な証券化プログラムの
策定。

①他の地元金融機関と連携の
うえ、自治体との協議開始
②本件取扱に係る最終方針決
定とスキームの確定
③参加企業の募集開始、融資
実行、信託設定（証券化実施）。

①地方自治体の証券化ﾆｰｽﾞ調査の実施、他の自治体の動
向・ｽｷｰﾑ等につき情報交換（15年6月、7月）
②CLO組成に際しての検討事項について、自治体との意見
交換実施（15年10月～16年9月)
③意見交換の内容に基づき、具体的実施ｽｷｰﾑを立案(16
年2月)、自治体と協議中

①当社を始めとする県内3金融機関と、埼玉県との間で
CLO組成に関わるｷｯｸｵﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞを実施(16年6月）
②想定ｽｷｰﾑについて、金融機関ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを開催（16年7
月）
③ﾆｰｽﾞ、ｽｷｰﾑについて、3金融機関、埼玉県との間で継続
して協議を実施（16年7月、9月）

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小
企業に対する融資プログラムの整備

①「（ＴＫＣ）サポートアカウント」の商
品内容の改定、販売チャネルの拡
充。
②埼玉県内税理士等との新融資プロ
グラムの検討。

①「（ＴＫＣ）サポートアカウント」
の商品内容の改善。

①「（ＴＫＣ）サポートアカウント」
の販売チャネルの拡充。
②埼玉県内税理士等との新融
資プログラムの検討。

①関東信越税理士会（埼玉県支部連合会）、ＴＫＣ、埼玉県
信用保証協会と融資商品内容に関わる協議を行い、｢（ＴＫ
Ｃ）ｻﾎﾟｰﾄｱｶｳﾝﾄ｣を保証協会付かつ新ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを活用
した商品として「ｱｼｽﾄ保証」「（ＴＫＣ）ｱｼｽﾄ保証」ヘ改訂、取
扱開始（15年12月）
・「ｱｼｽﾄ保証」 5件、80百万円の取扱実績

①「ｱｼｽﾄ保証」は 4件、70百万円の取扱実績
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具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月 （計画の詳細）

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（５）信用リスクデータベースの整備・充実
及びその活用

①埼玉県のマーケット特性を踏まえ
た新スコアリングモデルの構築、既存
商品への活用。
②新スコアリングモデルを活用した新
融資商品の開発。
③スコアリングモデルの運用結果の
検証、改定。

①埼玉県のマーケット特性を踏
まえた新スコアリングモデルの
構築、既存商品への活用。
②新スコアリングモデルを活用
した新融資商品の開発。

③スコアリングモデルの運用結
果の検証、改定。

①県内企業ﾃﾞｰﾀによる新ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを構築(15年10月)
②新ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを既存融資商品に導入(15年12月)
③新ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを利用した新融資商品「保証革命」「埼
玉倶楽部」を導入(15年11月)

①新ｽｺｱﾘﾝｸﾞの運用結果を検証（16年6月）

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契
約、保証契約の内容等重要事項に関する
債務者への説明態勢の整備

①「銀行取引約定書のご案内」による
顧客説明の実施。
②約定書、契約書等の内容変更時等
における営業店向け説明会等の実
施、職員への周知徹底。
③顧客より照会事項の多い項目に関
するＱ＆Ａの作成、職員へ徹底。
④研修会での事務ガイドラインの趣
旨徹底。

①「銀行取引約定書のご案内」
による顧客説明の実施。
②約定書、契約書等の内容変
更時等における営業店向け説
明会の実施。
③顧客より照会事項の多い項
目に関するＱ＆Ａの作成、職員
へ徹底(※)。
④研修会での事務ガイドライン
の趣旨徹底。

・同左。 ①研修会で事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの趣旨を徹底（15年12月,16年6
月、7月、9月）
②約定書・契約書等の照会窓口として専門担当者を1名配
置(15年8月)
③改正事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ並びにﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞを踏まえ
「ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾎﾟﾘｼｰ」を改訂（16年2月）
④顧客への説明態勢について、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ﾏﾆｭｱﾙに明記
するとともに、社内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄに掲示(16年6月）
⑤「顧客への説明態勢の強化Q＆A」を配布、説明。社内ｲﾝ
ﾄﾗﾈｯﾄに掲示（16年7月）

①研修会・勉強会で事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの趣旨を徹底（15年12
月,16年6月、7月、9月）
②顧客への説明態勢について、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ﾏﾆｭｱﾙに明記
するとともに、社内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄに掲示(16年6月）
③「顧客への説明態勢の強化Q＆A」を配布、説明。社内ｲﾝ
ﾄﾗﾈｯﾄに掲示（16年7月）

（３）相談・苦情処理体制の強化 ①地域金融円滑化会議の活用、埼玉
県銀行協会との連携強化。
②「ﾌﾞﾛｯｸ支店長会議」等における職
員研修の実施。
③社内イントラネットによる事例還
元。
④本部による営業店指導。

①地域円滑化会議への参画、
情報の関係各部宛還元・共有
化。
②「ﾌﾞﾛｯｸ支店長会議」等におけ
る職員研修の実施。
③社内イントラネットによる事例
還元。
④苦情発生店へ個別指導の実
施。

・同左。 ①地域金融円滑化会議(全6回開催)に参加。会議内容等を
関係部署に還元
②集合研修等で苦情対応と再発防止のための事例研修を
実施(計10回)
③社内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄで延べ138事例の還元と34件の注意喚起を
発信
④17支店2ｾﾝﾀｰに個別指導実施
⑤苦情報告の社内ＬＡＮｼｽﾃﾑへの一元化

①地域金融円滑化会議に参加､会議内容を関係部署に還
元(16年6､9月)
②事務管理統括者・新任管理者・窓口担当者・新入社員に
事例研修を実施(16年6､7､9月)
③営業店宛に｢苦情事例ﾆｭｰｽ｣（月例）で18事例を還元した
ほか11件の注意喚起を発信
④4ヵ店に個別指導を実施(16年9月)
⑤苦情ﾄﾗﾌﾞﾙ未然防止のため苦情傾向と対応時のﾎﾟｲﾝﾄを
ﾋﾞﾃﾞｵで社員に周知(16年5月)

６．進捗状況の公表 ・各項目毎に進捗状況を取り纏め、り
そなホールディングスと連携の上公
表。

・15年度下期より公表。 ・同左。 ・15年度上・下期の進捗状況を決算発表時に合わせて公表 ・15年度下期の進捗状況を決算発表時に合わせて公表
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具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月 （計画の詳細）

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

【以下任意】

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当 ①自己査定研修会の実施、査定事例
の還元等、自己査定精度の向上に向
けた運用面を強化。
②抽出基準等自己査定体制の見直
しを実施。
③予想損失率算定方法の高度化の
実施。

①自己査定研修会の実施、査
定修正事例の還元。
②抽出基準等の見直しの実
施。
③予想損失率算定方法の見直
しの実施。

①自己査定研修会の実施、査
定修正事例の還元。

①自己査定研修会及び査定修正事例の還元等を実施(15
年7月、12月、16年7月、9月）
②当社規模・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを踏まえた抽出基準の見直しを実
施(15年7月,12月)
③予想損失率算定方法の見直しを実施（16年3月、9月）
④DCF法の見直しを実施（16年3月）
⑤DCF法による引当額算定方法の見直しを実施(各係数、
算定根拠等の明確化など)(16年4月)
⑥改正事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等の貸出条件緩和債権に関する判定
基準の明確化を踏まえ、「開示債権判定基準」「要管理債
権運用ﾏﾆｭｱﾙ」を一部改定（16年6月）

①自己査定研修会及び査定修正事例の還元等を実施(16
年7月、9月）
②DCF法による引当額算定方法の見直しを実施(各係数、
算定根拠等の明確化など)(16年4月)
③改正事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等の貸出条件緩和債権に関する判定
基準の明確化を踏まえ、「開示債権判定基準」「要管理債
権運用ﾏﾆｭｱﾙ」を一部改定（16年6月）
④予想損失率算定方法の見直しを実施（16年9月）

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績
からみた評価精度に係る厳正な検証

①処分データの収集項目の新設。
②担保評価方法の改定。
③処分データ収集システムの構築。

①処分データの定例的収集（毎
月）、検証の実施。
②乖離の大きいものについて
は、鑑定評価書の依頼方法、担
保掛目の見直し等を実施。
③処分データ収集システムの構
築。

・同左。 ①処分価格の合理性検証に向け、ﾃﾞｰﾀ収集項目として乖
離理由、賃貸状況等の項目を新設(15年7月)
②15年度上期自己査定から鑑定評価に係わる担保掛目の
見直しを実施、また鑑定評価書の担保評価時点を厳正化
③処分ﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑを構築、定例的（毎月）にﾃﾞｰﾀを収
集、検証を実施(15年8月～16年9月)
④法定鑑定評価に係る依頼方法や内容修正ﾙｰﾙ等を見直
し、運用方法を厳正化（債務者区分毎の取扱ﾙｰﾙ等を明確
化）（15年11月)
⑤16年度上期自己査定より、更なる評価精度の向上を図る
観点から早期処分減価率を導入し、担保掛目の見直しを実
施。同時に不動産担保評価基準を一部改定(担保掛目の自
己査定との統一、収益還元法による評価方法の変更等）
（16年6月)

①処分ﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑを構築、定例的（毎月）にﾃﾞｰﾀを収
集、検証を実施(15年8月～16年9月)
②16年度上期自己査定より、更なる評価精度の向上を図る
観点から早期処分減価率を導入し、担保掛目の見直しを実
施。同時に不動産担保評価基準を一部改定(担保掛目の自
己査定との統一、収益還元法による評価方法の変更等）
（16年6月)

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分
と整合的な内部格付制度の構築、金利設
定のための内部基準の整備等

①地域別特性を踏まえた店別の貸出
金利ガイドラインの設定。
②埼玉県内の信用データに基づく独
自のスコアリングモデルの構築。
③信用リスクの比較的高い顧客層に
対する融資商品の開発。
④融資商品の検証、見直し。

①店別の貸出金利ガイドライン
の設定。
②新スコアリングモデルの構
築。
③新スコアリングモデルによる
新融資商品の開発。

・同左。
④融資商品の検証、見直し。

①店別の貸出金利ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを設定（15年4月）
②埼玉県のﾏｰｹｯﾄ特性を踏まえた新ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを開発
（15年10月検証終了）、同ﾓﾃﾞﾙによる新融資商品「保証革
命」「埼玉倶楽部」の開発、取扱開始（15年11月）
   「保証革命」    156件  、3,395百万円
   「埼玉倶楽部」 986件、30,482百万円取扱実績

①「保証革命」     98件、  2,014百万円
   「埼玉倶楽部」 496件、14,424百万円の取扱実績

３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示（タイム
リーディスクロージャーを含む）のための体
制整備等

①現行の体制を維持するとともに、毎
期の決算に基づく「東京証券取引所
会社情報の適時開示基準金額」確定
時や、適時開示規則その他法令の改
定時には、速やかに銀行内で周知徹
底し、適時適切に対応する体制を整
備。

①適時開示規則その他法令の
遵守について周知徹底。

・同左。 ・株式公開銀行と同様の開示体制を維持するとともに開示
規則等の遵守を徹底するため、社内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ上に｢適時開
示等に関するﾙｰﾙ｣を掲載するなどの体制を整備。

・同左

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ①15年度上期中に具体的開示項目、
方法等について検討、15年度下期以
降、「地域貢献に関する情報」として
開示。
②地域の反応等の検証、開示項目等
への反映。

①具体的開示項目、方法の検
討、「地域貢献に関する情報」
開示の実施。

②15年度下期開示の地域の反
応等の検証、開示項目等への
反映及び15年度決算に基づく
情報開示の実施。

・｢地域貢献に関する情報｣を盛り込んだﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌｢
埼玉りそな銀行ＴＯＤＡＹ｣を発刊（15年12月）
・併せてりそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ広報部と連携の上、報道機関宛
資料配布するとともに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載（15年12月）
・りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ中間期ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌において、｢埼玉
りそな銀行の地域貢献に関する開示情報｣として、ﾘﾚｰｼｮﾝ
ｼｯﾌﾟ強化に向けた取組みを開示（16年1月）
・｢地域貢献に関する情報｣を盛り込んだﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌｢埼
玉りそな銀行ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌2004｣を発刊（16年7月）

・｢地域貢献に関する情報｣を盛り込んだﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌｢埼
玉りそな銀行ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌2004｣を発刊（16年7月）

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

6 （埼玉りそな銀行）



３．経営改善支援の取組み状況

・要注意先債権等の健全債権化及び新規発生防止のための体制整備を一層強化
  し、経営改善支援取組み先としてﾘｽﾄｱｯﾌﾟした債権の健全化を図る

１５年度
・本部機能強化や本支店一体での支援・管理徹底に向けた体制整備、経営相談・
  支援及び企業再生に係る人材・機能の強化を図り、自己査定にて実施効果を検
  証し実績を公表

１６年度
・15年度における実施効果を踏まえ、体制面、人材・機能面の強化を継続し、自己
  査定における効果検証、実績公表
※17年度以降も、継続的に債権健全化施策の定着状況をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞする

(1)取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
○当社ｺﾝｻﾙ機能・情報提供機能等の活用により、経営再建計画の策定、財務管
  理手法等の改善、ｺｽﾄ削減、資産売却、事業再構築、組織再編、Ｍ＆Ａ等の助
  言・指導を実施
 
（2）早期事業再生に向けた積極的取組み
① ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業再生及び私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの活用等による中小企業の過
    剰債務構造の解消
② 企業再生ファンドの組成と活用
③ ＤＥＳ・ＤＩＰﾌｧｲﾅﾝｽ、ＲＣＣ信託機能、産業再生機構の活用
④ 埼玉県中小企業再生支援協議会の機能活用  等

①融資所管部による経営改善支援への取組み体制
・信用格付制度に基づき、債務者毎の信用ﾘｽｸ評価を徹底し、適切な格付の見直し
  により、問題先等の早期発見、早期対応を実施
・地域・現場に密着した審査体制として店別審査体制の定着化を図りつつ、個社別
  財務内容や経営計画の問題点を把握し、経営改善指導等に係る営業店指導及び
  人材育成による企業再生能力の向上を図る体制を整備
・要注意先、要管理先のうち当社の主体的関与により再建支援を図る先を「重点管理
  先」に選定し、再建計画の策定・進捗管理を徹底
 
②経営支援室の設置
・融資第二部内に企業再生支援の専担部署として「経営支援室」を設置し、債務者の
  上位遷移を図るべく、経営改善支援を強化
・経営支援室の人員を増強（16年6月）

１６年４月～１６年９月 ・同上

①取組み方針、取組み状況
・要注意先債権等の健全債権化及び新規発生防止のための体制整備の一層の強
  化を図る。一方、重点的に経営改善を支援する先を明確にし早期健全化に向け
  た方針を徹底
・要注意先債権等に対し、財務管理手法等の改善、ｺｽﾄ削減、資産売却等の助言・
  指導を実施。また、経営改善指導の中で、監査法人ｺﾝｻﾙ等の導入、中小企業再
  生支援協議会への案件持込み、企業再生ﾌｧﾝﾄﾞの活用を実現
・「企業再生支援人材育成研修」を開催(15年度下期:7回開催、16年度上期:3回
  開催)
・審査担当者の営業店訪問により経営改善指導等の支援を強化
 
②支援先の状況
・経営者の経営改善に対する意識改革が図られるなど一定の効果が認められた。
・当社からの経営改善指導等により、資産整理や借入金圧縮等財務ﾘｽﾄﾗによるﾊﾞﾗ
  ﾝｽｼｰﾄの改善を実現

③取組み上の課題等
・中長期的な観点から事業再生に長けた人材の育成が必要。外部コンサル機関等
  も活用し経営者の意識改革を図ると共に、継続的な経営改善指導・管理が必要

１６年４月～１６年９月 ・同上

（注）下記の項目を含む

スケジュール

・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。
・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む）

具体的な取組み

備考（計画の詳細）

（２）経営改善支援の取組み
状況（注）

１５年４月～１６年９月

進捗状況

（１）経営改善支援に関する
体制整備の状況

（経営改善支援の担当部署を含む）
１５年４月～１６年９月

・経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。

(埼玉りそな銀行)



４．経営改善支援の取組み実績

【１５年４月～１６年９月】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 1,171 235 60 140

うち要管理先 327 110 38 49

破綻懸念先 339 39 10 20

実質破綻先 377 1 1 0

破綻先 104 0 0 0

合　計 304,789 514 109 283

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
  但し、正常先の債務者数には個人ローン、住宅ローンのみの先を含む。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

302,471 129

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

要
注
意
先

正常先 74

（埼玉りそな銀行）



【１６年度上期（１６年４月～１６年９月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 893 212 44 155

うち要管理先 392 119 43 64

破綻懸念先 269 38 6 27

実質破綻先 253 0 0 0

破綻先 71 0 0 0

合　計 306,697 426 93 290

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１６年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
  但し、正常先の債務者数には個人ローン、住宅ローンのみの先を含む。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

44

要
注
意
先

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α

正常先 304,819 57

（埼玉りそな銀行）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リレーションシップバンキングの 

機能強化計画の進捗状況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年 10 月 

株式会社 近畿大阪銀行 



 1 （近畿大阪銀行） 

１．全体的な進捗状況及びそれに対する評価 

 

弊社は大阪府を主要な地盤とする地域金融機関として、地域の皆様に質の高い金融商品・サービ
スの提供に努め、地元経済の発展に貢献することが、基本的な使命であると考えております。中小
企業金融の再生、健全性の確保、収益性の向上に向けた取組み施策を取りまとめ、15年8月に策
定いたしました「リレーションシップバンキングの機能強化計画」（以下、本計画）は、地域金融機関
としての基本的な使命を果たしていく上で、非常に重要なものであるとの認識のもと、全社的な取
組みを進めております。 
 
これまで、外部関連機関との連携による創造・新事業支援に係る連携の仕組みの構築、当社主催
によるビジネスマッチングフェア－の開催、あおぞら銀行との提携による「再生ファンド」の組成、大
阪市 CLO（多数貸付債権プール型担保証券）への参加など通じて、お取引先企業への経営支援、
再生支援のための機能向上に向けた取組みを強化しました。 
また、15 年 9 月中間決算にて、りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財務改
革」を断行し、健全性確保と収益体質強化に取組みました。 
これらの取組みにより全体としては本計画は概ね計画通りに進捗しておりますが、16 年度下期に
つきましては、「集中改善期間」の総仕上げの期であり、これらの取組みのより一層の定着化、活性
化を図ってまいります。 
 
（平成 15 年 4 月～平成 16 年 9 月の計画進捗の概要） 
 
（１） お取引先企業に対する支援機能の強化 

創造・新事業にかかる支援機能等の強化といたしましては、近畿地区産業クラスターサポート
金融会議に積極的な参画を行い、創造・新事業にかかるニーズの把握に努めるとともに、近
畿経済産業局、（財）大阪産業振興機構、日本政策投資銀行など外部関連機関との連携の
仕組みを整備し、その利用を積極的に推進しました。 
16 年 8 月には、ベンチャー企業や成長企業の各ステージに応じた資金需要にお応えすること
を目的に、りそなグループのベンチャーキャピタル である「りそなキャピタル」と共同で投資事
業組合を設立し、「近畿大阪ベンチャー育成ファンド」の取扱いを開始しております。 
経営相談・支援機能の強化といたしましては、より多くのお取引先企業間においてビジネスマ
ッチングを支援する目的で、インターネットを利用した総合支援サイト「ｅ―あきない NET」を立
ち上げ積極的な運営を図っております。また「りそな総合研究所」のコンサルタント機能を提供
することでお取引先の幅広い経営相談ニーズにもお応えしております。 
16 年 7 月には弊社主催のビジネスマッチングフェア－「がんばりまっせ！おおさかメッセ２００
４」を開催し、企業 44 社、大学 6 校、公的支援機関 6 機関等に出展いただき、2 日間の開催
当日に200件を超える商談が行われ、12件の契約が成立に至る成果となりました。フェアー後
においても引続き商談は継続されており、今後とも弊社による定期的なフォローを実施するこ
とで、企業の皆さまのコーディネーターとして地域経済の振興に寄与してまいります。 
 

（２） お取引先企業の再生に向けた取組み 
お取引先企業の再生に向けた取組みを強化するため、全国地方銀行協会が主催する集合
研修、通信講座の積極的な受講を奨励するとともに、弊社内においても企業再生の具体的手
法についての研修を実施するなどの人材育成に取組んでおります。 
また、16 年 6 月に再生支援の本部担当部署である融資部「企業再建支援チーム」を「企業サ
ポート室」に組織改正を実施し、一層の体制整備も図っております。 



 2 （近畿大阪銀行） 

再生手法につきましては、16 年 3 月に中小企業の再生ノウハウに長けているあおぞら銀行グ
ループとの提携により信託機能を利用した再生ファンドを組成しました。今後、デット・エクイテ
ィ・スワップ、デット・デット・スワップ等の活用も行うことにより、お取引先企業の再生に積極的
に取組んでまいります。 

 
（３） 新しい中小企業金融への取組み 

新しい中小企業金融への取組みの強化といたしましては、お取引先の信用リスクに関するデ
ータの蓄積を進め、スコアリングモデルを導入した法人向け無担保貸出「リテール４８（West）」
の取扱を開始したほか、キャッシュフローに基づくお取引先の債務償還能力を判定する審査
手法を採り入れ、担保や保証に過度に依存しない融資の促進に向けた諸施策を実施しており
ます。 
また、大阪市が制度化した「大阪市ＣＬＯ（多数貸付債権プール型担保証券）」や、大阪市、神
戸市、横浜市が制度化した「政令指定都市ＣＬＯ」への参加、当社ならびにりそな銀行が大阪
府と連携し創設した大阪府ＳＢＥ私募債を推進するなど、証券化の取組みも強化しておりま
す。 
 

（４）お客さまへの説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化 
15年7月に一部改正された事務ガイドライン（与信取引に関する顧客への説明態勢及び苦情
処理機能、16年 6月に中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針に吸収）を踏まえ、銀行
取引約定書などの契約書類の改訂、デリバティブ商品の媒介に関する販売ルールの新設、イ
ンサイダー取引防止マニュアルの制定などの対応を行いました。また、相談・苦情処理体制の
強化を図るため、苦情対応連絡会を開催し、再発防止について協議を行うとともに、内部監査
等を通じた営業店指導を強化しております。 

 
（５） 資産査定・信用リスク管理の厳格化、収益性の向上に向けた取組み 

弊社の健全性確保の観点から、資産の自己査定については、債務償還能力からの検証を従
来に増して厳しくするなどの対応を継続して行っております。不動産担保の評価につきまして
も、処分実績による評価の修正を厳格に行うなどの対応を継続して行っております。また、16
年 2 月に改訂がなされた金融検査マニュアル「中小企業融資編」の考え方等も織り込むことに
より資産の自己査定に係る諸規程の改訂も実施し、より実態に即した厳格な自己査定が出来
る態勢の整備等に取組んでおります。 
収益性の向上に向けた取組みといたしましては、信用格付に応じた適正な貸出金利適用の
重点推進を行うなどにより、お取引先への説明を十分に行いつつ、収益力の改善を図ってお
ります。 
 
 

以 上 



２２２２．．．．アクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムにににに基基基基づくづくづくづく個別項目個別項目個別項目個別項目のののの計画計画計画計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

（１）１５年４月から１６年９月の全体的な進捗状況及びそれに対する評価

弊社は昨年9月に公表いたしました「リレーションシップバンキングの機能強化計画」の内容に沿い全社的な取組みをスタートさせました。
これまで、外部関連機関との連携による創造・新事業に係る連携の仕組みの構築、当社主催によるビジネスマッチングフェア－の開催、「再生ファンド」の組成、などを通じてお取引
先企業への経営支援・再生支援のための機能向上に向けた取組みを強化しました。また、15年度中間決算にて、りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財務改
革」を断行し、健全性確保と収益体質強化に取組みました。
これらの取組みにより全体としては概ね計画通りに進捗しておりますが、16年度下期については「集中改善期間」の総仕上げの期であり、これらの取組みの一層の定着化、活性化
が課題であると認識しております。

（２）１６年４月から１６年９月までの進捗状況及びそれに対する評価

７月１日、２日の両日にわたり、当社主催によるビジネスマッチングフェア－「がんばりまっせ！おおさかメッセ２００４」を開催し、企業４４社、大学６校、公的支援機関６機関に出展い
ただき、期間中２百件を超える商談が行われ、１２件の契約が成立いたしました。フェア－後においても引続き商談は継続されており、弊社も定期的なフォローを実施することで、お
取引先企業の皆さまのコーディネーターとして地域経済の発展と振興に寄与してまいります。
また、お取引先企業の再生に向けた支援活動につきましては、従来融資部内に企業再建支援チームを設置しておりましたが、企業サポート室への改組など社内体制の強化を図る
とともに、広く営業店においても企業再生活動を実施するため全社的に対象先を拡大しております。

（３）アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資
審査態勢の強化

・融資部に創業・新事業案件の
審査担当者を配置し、外部研
修や外部機関との連携を通じ
て審査ノウハウを蓄積する。

・審査担当者の配置。
・ベンチャー企業やＩＰＯを支援
する外部機関との情報交換や
ネットワークの強化。

・社内研修による審
査ノウハウの共有化
と普及。
・外部機関とのネット
ワーク強化。

・投資銀行等の専門家との間で、新事業構築
の手法に関する意見交換を継続実施。
・「目利き」研修派遣者（4名）を審査担当者と
して配置。
・「定性評価を中心とした企業の現状・将来性
評価について」と題して、社内集合研修を実
施（16年5月）。

・「目利き」研修派遣者（2名）を審査担当者と
して追加配置。
・「定性評価を中心とした企業の現状・将来性
評価について」と題して、社内集合研修を実
施（16年5月）。

・研修参加者の追加派
遣。

（２）企業の将来性や技術力を的
確に評価できる人材の育成を目的
とした研修の実施

・融資部担当者が地銀協「企業
価値研究講座」を受講(2名予
定）。
・営業推進部担当者が地銀協
「企業取引開発研究講座」を受
講（4名予定）。
・社内集合研修を実施。
・通信講座の受講を奨励。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励（本部の融資
関連部門・法人担当渉外の社
員を対象）。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励
（営業店の融資・渉
外担当者を対象）。
・社内集合研修。

・通信講座は、15年下期270名、16年上期66
名受講。
・地銀協主催アクションプログラム対応集合
研修は、15年下期6名、16年上期3名受講。

・通信講座66名受講。
・地銀協主催アクションプログラム対応集合
研修3名受講。

・地銀協研修ほかによ
り、社内研修講師を育
成する。

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

1 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

・左記具体的な取組み策の継
続実施。
・大阪ＴＬＯとの連携につき社内
に周知。
・大阪ＴＬＯの機能について営
業店向けセミナーを実施。
・日本政策投資銀行の機能に
ついて研修会を実施。
・大阪ＴＬＯ・日本政策投資銀行
の紹介見込み先に対する提案
活動の実施。

・左記具体的取組策
の継続実施。
・創業,新事業支援機
能の活用について、
営業店業績評価に
おいて目標を設定し
て評価（4月）。

○創業・新事業に係わる顧客ﾆｰｽﾞの収集・対
応力の強化について
・「近畿地区産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」(第1
回,2回)に代表幹事として参加。
・産業クラスター計画関連の専用ローン「産業
クラスターサポートローン」を制定（15年10
月）。
・「近畿地区産業クラスターサポート金融会
議」主催の「企業経営者トップ金融セミナー」
へ参加（16年9月）。
○創業・新事業に係わる評価について
・大阪ＴＬＯの機能と活用方法について社内
研修を実施（6回延べ119名）。
・大阪TLOの活用を25社に提案、うち大阪ＴＬ
Ｏとの面談実施先2社、うち1社については大
阪市立大学と共同研究を実施。
・日本政策投資銀行活用を10社へ提案（15年
4月～16年9月）。
・大阪ＴＬＯに会員加入（1社・15年12月）。
○大学発ベンチャー企業への各種支援実施
・当社主催で16年7月に開催したビジネスマッ
チングフェアーに大阪府下の6大学及び大学
発ベンチャー企業3社が出展。
・産学連携の取組として、大阪府立大学発の
ベンチャー企業である株式会社FUDAIが実施
する「事業後継者特修塾」への参加企業を募
集（9月）。
○創業新事業に係わる資金ﾆｰｽﾞ等への対応
・「地域創造技術研究開発事業費補助金」受
給先に対して、コーポ レート推進センターとソ
リューションチームが企業訪問を実施（19
社）。

○創業・新事業に係わる顧客ﾆｰｽﾞの収集・対
応力の強化について
・「近畿地区産業クラスターサポート金融会
議」主催の「企業経営者トップ金融セミナー」
へ参加（9月）。
○大学発ベンチャー企業への各種支援実施
・産学連携の取組として、大阪府立大学発の
ベンチャー企業である株式会社FUDAIが実施
する「事業後継者特修塾」への参加企業を募
集（9月）。
・当社主催で16年7月に開催したビジネスマッ
チングフェアーに大阪府下の6大学及び大学
発ベンチャー企業3社が出展。
○創業新事業に係わる資金ﾆｰｽﾞ等への対応
 ・近畿経済産業局が実施する「地域創造技
術研究開発事業費補助金」受給先1社に対し
て、経営相談に関して中小企業ベンチャー総
合支援センター近畿を紹介。
○創業・新事業支援の機能及び活用方法に
ついての周知をはかるため、渉外担当者向
け研修である「法人渉外短期トレーニー」（6
月～8月に5回実施・受講者94名）及び「法人
渉外長期トレーニー」（5月～9月に2回実施・
受講者4名）において研修を実施。

（３）産学官とのネットワークの構
築・活用や日本政策投資銀行との
連携。「産業クラスターサポート会
議」への参画

・「産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」
より得た情報・案件等に当社商
品・ｻｰﾋﾞｽの活用を検討。
・近畿経済産業局の「技術開発
補助事業」対象先へのｱﾌﾟﾛｰﾁ
継続。
・大阪ＴＬＯとの情報交換を通し
て産官学との連携を図り、取引
先の課題解決を支援。

2 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（４）ベンチャー企業向け業務に係
る、日本政策投資銀行、中小企業
金融公庫、商工組合中央金庫等と
の情報共有、協調投融資等連携
強化

・日本政策投資銀行との連携
を強化し、同行の融資制度を
活用する。
・「ベンチャービジネス融資」を
顧客にＰＲし、積極的に活用す
る。
・大阪市「ビジネスプラン鑑定
団」の資金支援ネットワークに
参加。

・日本政策投資銀行の機能に
ついて社内勉強会を実施。
・「ベンチャービジネス融資」の
募集実施。
・国民生活金融公庫との業務
提携を検討。

・「ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融
資支援制度」・日本
政策投資銀行・中小
企業金融公庫等の
活用状況について業
績評価への反映。
・中小企業金融公庫
大阪支店と交流・情
報交換の実施（5
月）。
・「近畿大阪ベン
チャー育成ファンド」
を活用したベン
チャー企業支援の実
施。

・（財）大阪産業振興機構との連携による「ベ
ンチャービジネス融資支援制度」の申込募集
を実施。（4月・8月、4社の申込み）。
・「ベンチャービジネス融資支援制度」の推進
を目的に中小企業サポートセンターより融資
申込パンフレットを2000社へ送付（4月・8月）。
・国民生活金融公庫との業務提携において、
16年上期は取次ぎ3件・実行3件、94百万円
の実績。
・中小企業金融公庫との業務提携契約に基
づき同庫大阪支店と当社30ヶ店との間で、地
域における中小企業支援、金融支援に関す
る連携を深める目的で、情報交換を実施。
・中小企業金融公庫へ2件の融資案件相談を
実施。
・渉外担当者向け研修の「法人渉外短期ト
レーニー」（6月～8月に5回実施・受講者94
名）及び「法人渉外長期トレーニー」（5月～9
月に2回実施・受講者4名）において、ベン
チャー企業向け支援策や政府系金融機関と
の連携及び活用方法に関する研修を実施。
・ベンチャー企業や成長企業の各ステージに
応じた資金支援を行うことを目的に、りそな
キャピタルと投資事業組合を設立し、「近畿大
阪ベンチャー育成ファンド」の取扱いを開始（8
月）。ファンド総額10億円（出資額は当社9億
円、りそなキャピタル1億円）、期間10年。
・「近畿大阪ベンチャー育成ファンド」で、1社2
千万円の投資決定（10月実行予定）。
・「近畿大阪ベンチャー育成ファンド」推進を
目的に各営業店より投資対象先報告を求め
る（対象先69社）。
・「ビジネスプラン鑑定団」認定企業4社に対し
て取引先紹介のビジネスマッチング支援を実
施。1社で2件の商談成立。
・大阪市の創業支援機関である「扇町イン
キュベーションプラザ」との情報交換を行い、
同センター入居企業への支援を実施。入居
企業の中から、当社主催のビジネスマッチン
グフェアーに3社が出展する。また、「株式上
場セミナー」へ1社参加。
・ベンチャー企業や株式公開指向のある企業
に対する支援を目的に、監査法人から講師を
迎え「株式上場セミナー」を実施（10月）。21社
23名が参加。

・日本政策投資銀行との連携によるベン
チャー企業向け融資制度活用の検討を実施
（9社）。
・(財）大阪産業振興機構との提携による「ベ
ンチャービジネス融資支援制度」の取扱い実
績は、5回の募集で申込み13社。
・「ベンチャービジネス融資支援制度」の推進
を目的に「ｅ－あきないＮＥＴ」会員800社へ申
込募集案内を発信。また中小企業サポートセ
ンターより融資申込パンフレットを2,000社へ
送付（16年1月・4月・8月）。
・大阪府下地域における新規開業支援を目
的に国民生活金融公庫との業務提携を15年
8月より検討開始し、16年1月に締結。
・各種創業・新事業支援機能の推進対象先を
営業店から報告を取り、102社ヘ各種提案活
動推進を実施。①日本政策投資銀行のﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ向け融資制度について4社紹介、②大阪
TLOの紹介で大阪市大との共同研究開始
・ベンチャー企業向け支援、企業再生支援、
中小企業者に対する情報交換等の分野にお
ける連携を円滑にし、地域経済の活性化に貢
献することを目的に中小企業金融公庫と業務
提携を締結（3月）。
・本項目に係わる研修実施状況　①渉外次長
～渉外担当者向け研修を延べ24回261名に
対し実施、②ソリューションチームが営業店
臨店時に上記同様の研修を渉外社員向けに
実施（56ヶ店）、③日本政策投資銀行の機能
と活用方法について研修を実施（41名受
講）、④各種創業・新事業支援機能の研修を
実施 （15年10月・16年1月・5月・8月　15名受
講）。
・ベンチャー企業や成長企業の各ステージに
応じた資金支援を行うことを目的に、「近畿大
阪ベンチャー育成ファンド」の取扱いを開始
（16年8月）。
・支援対象となるベンチャー企業発掘を目的
に、大阪市が主催するベンチャー企業認定制
度である「ビジネスプラン鑑定団」の認定企業
プレゼンテーションに参加（16年3月・9月）。
・創業・新事業支援対象先の発掘を目的に、
大阪市の創業支援機関である、「扇町イン
キュベーションプラザ」との情報交換を実施。
・ベンチャー企業や株式公開指向のある企業
に対する支援を目的に、監査法人から講師を
迎え「株式上場セミナー」を実施（16年10月）。

3 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（５）中小企業支援センターの活用 ・中小企業サポートセンターか
らＤＭ等を利用して各支援セン
ターの機能をＰＲする。
・社内において、研修等を通じ
て各支援センターの機能を周
知。

・同センターの活用法につき、
営業店への通知及び研修の実
施。
・同センターの活用について営
業店業績評価基準へ反映（15
年下期より）。
・左記取組策の継続実施。

・営業店業績評価に
おいて営業店別に目
標を設定して評価す
る(4月）。
・左記具体的取組策
の継続実施。

○大阪府中小企業支援センターの活用
・同センターの機能について営業店に通知
し、あわせて渉外役席者向け研修を実施（約
120名・15年11月）。
・国民生活金融公庫との提携ｽｷｰﾑによる同
センターの活用（15年8月～）。
・中小企業サポートセンターからDMにより同
センターの PRパンフレットを送付（2，000先・
15年11月）。
○中小企業・ベンチャー総合支援センター近
畿の機能活用及び連携について
・同センターと連携を開始（16年2月）。
・同センターの支援先1社に対して資金支援を
行うべく情報交換を行う（15年下期）。
・同センターの支援先2社がビジネスマッチン
グフェア－に出展。
○当社主催で16年7月に開催したビジネス
マッチングフェアーに大阪府中小企業支援セ
ンター及び中小企業・ベンチャー総合支援セ
ンター近畿が出展。
○大阪府の中小企業支援機関である(財)大
阪産業振興機構の機能をPRする目的で、同
財団のPR誌「マガジンマイドーム」を当社営
業店へ送付。

・当社主催で16年7月に開催したビジネスマッ
チングフェアーに大阪府中小企業支援セン
ター及び中小企業・ベンチャー総合支援セン
ター近畿が出展。中小企業向けの支援機能
をＰＲすることを目的に、当日来場される方へ
の相談を実施。
・中小企業・ベンチャー総合支援センター近
畿の支援先2社がビジネスマッチングフェアー
に出展。
・「産業クラスター計画」の補助金受給先に対
する支援の一環として、1社を中小企業ベン
チャー総合支援センター近畿へ紹介。経営改
善サポートを実施。
・大阪府の中小企業支援機関である(財)大阪
産業振興機構の機能をPRする目的で、同財
団のPR誌「マガジンマイドーム」を当社営業
店へ送付（16年6月号より実施。2ヶ月毎、1ケ
店10部を送付）。

4 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチン
グ情報を提供する仕組みの整備

・「ｅ－あきないＮＥＴ」の利用対
象先の増強を図る。
・「法人渉外トレーニー」研修
で、情報の活用法を強化。その
他渉外担当者向けの各種研修
において、各種機能の活用法
を周知。

・「法人渉外トレーニー」実施。
・「ｅ－あきないＮＥＴ」の活用状
況データの営業店向け還元。
・ビジネスマッチングデータの
本部での一元管理と営業店と
の情報共有化の仕組みの検
討・実施。

・ＣＮＳ情報サイトの
経営情報や各種ビジ
ネスマッチング情報
の活用状況及び改
善点について営業店
宛アンケートの実施

（4月）。

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ
ﾌｪｱー「がんばりまっ
せ！おおさかメッセ」
の開催（7月）。
・左記の具体的取組
策の継続実施。

○当社とりそなグループ内におけるビジネス
マッチング実績
 ・15年4月～16年9月：情報発信件数409件、
内商談セッティング152件、取引成約13件
○地方銀行協会主導で創設された「地方銀
行情報ﾈｯﾄﾜｰｸ」へ参加（16年9月）
 ・参加以降の実績：情報受信27件、内商談
セッティング2件、情報発信2件
 ・ビジネスマッチング情報を活用した取引先
への情報提供を活発化させることを目的とし
て、ビジネスマッチング情報の社内共有の仕
組みを構築（15年12月）。16年9月末現在77
件の情報を掲載。
○「ＣＮＳ情報サイト」に掲載される経営情報
の営業店への還元実績
・中小企業経営情報（各種業界情報及び業界
動向）が年1回。
・ＵＰ　ＴＯ　ＤＡＴＡ（法令、経営管理、税制、
業務支援等企業経営関連のトピックス）が週1
回。
・ビジネスレポート（企業が必要とする最新経
営情報）が月1回程度。
○「ｅ－あきないＮＥＴ」会員向けメールマガジ
ンの発信を開始 （15年9月～、4回実施）。
○ビジネスマッチングフェアー「がんばりまっ
せ！おおさかメッセ2004」を開催する。企業44
社、大学6校、公的支援機関6機関等全58先
が 出展。(16年７月）
○大阪府の中小企業支援機関である(財)大
阪産業振興機構が主催する「創都ビジネス
フェアー」へ協賛（16年10月）。
○「ｅ－あきないＮＥＴ」サイトの情報提供機能
強化を目的として、「ＣＮＳ情報サイト」の顧客
への提供を開始（16年10月1日より）。
○本項目の研修
・渉外次長及び担当者向けに延べ21回178名
に研修を実施（15年度）。
・ソリューションチームによる営業店臨店時に
研修を渉外社員向けに実施（15年度）。
・法人渉外短期トレーニー受講者94名、同長
期トレーニー受講者4名（16年度上期）。
・当社社員の取引先企業に対する経営相談・
支援機能能力向上の強化を目的に、大手監
査法人との提携による社員向け研修を実施
予定（16年11月より）。

・当社とりそなグループ内におけるビジネス
マッチングの仕組みにおいて、16年上期は情
報発信件数151件、内商談セッティング35件、
取引成立3件の実績。
・「地方銀行情報ネットワーク」について16年
上期は情報受信13件に対して商談セッティン
グ1件、情報発信1件の実績。
・「ＣＮＳ情報サイト」に掲載される経営情報の
営業店への還元実績は ＵＰ　ＴＯ　ＤＡＴAが
毎週1回、ビジネスレポートは2回（4月～9
月）。
・優れた技術・製品・ビジネスモデルをもつ企
業の成長を支援することにより、地域経済の
発展・活性化へ貢献することを目的に、ビジ
ネスマッチングフェアー「がんばりまっせ！お
おさかメッセ2004」を開催（7月）。企業
44社、大学6校、公的支援機関6機関等全58
先が出展する。フェアー当日に12件の商談が
成立。
・大阪府の中小企業支援機関である(財)大
阪産業振興機構が主催する「創都ビジネス
フェアー」へ協賛（10月）。
・「ｅ－あきないＮＥＴ」サイトの情報提供機能
強化を目的として、「ＣＮＳ情報サイト」の顧
客への提供を開始。（10月1日より）
・渉外担当者向け研修である「法人渉外短
期トレーニー」（6月～8月に5回実施・受講者
94名）及び「法人渉外長期トレーニー」（5月
～9月に2回実施・受講者4名）においてビジ
ネスマッチングの仕組みと活用方法に関する
研修を実施。
・当社社員の取引先企業に対する経営相談・
支援機能能力向上の強化を目的に、大手監
査法人との提携による社員向け研修を実施
予定（11月より）。研修名「融資先支援能力
向上研修」、受講者15名（営業店次席者クラ
ス）、1回5時間、全8回（11月～3月）。

5 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（３）要注意先債権等の健全債権
化及び不良債権の新規発生防止
のための体制整備強化並びに実
績公表

（４）中小企業支援スキルの向上を
目的とした研修の実施

・地銀協主催の集合研修「中小
企業経営支援講座」に参加（3
名予定）。
・新設「法人渉外トレーニー」の
活用。
・社内集合研修の実施。
・通信講座の受講奨励。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励（本部の融資
関連部門・法人渉外担当の社
員を対象）。
・「法人渉外トレーニー」制度の
活用。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励
（関連本部、支店の
融資課・渉外課の人
員を対象）。
・社内集合研修。
・「法人渉外トレー
ニー」制度の活用。

・通信講座は、16年下期389名、16年上期122
名受講。
・地銀協主催アクションプログラム対応集合
研修は、15年下期3名、16年上期3名受講。
・法人渉外トレーニー（長期）15名受講。

・通信講座122名受講。
・地銀協主催アクションプログラム対応集合
研修3名受講。
・法人渉外トレーニー（長期）4名受講。

（５）「地域金融人材育成システム
開発プログラム」等への協力

・「経営交流会」の活動の継続
的な実施。
・りそな総合研究所の主催する
「公開セミナー」「マネジメントス
クール」等を企業に紹介。

・左記取組の継続的な実施。 ・りそな総合研究所
の研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ活用
方法等の支店長向
け勉強会の実施（4
月）。
・りそな総合研究所
「マネジメントスクー
ル」開催（17社参加、
16年上期6回実施）。
・上期セミナー開催
予定（4月～9月6回
実施予定）。
・左記の具体的取組
策の継続実施。

・「経営交流会」活動実績：勉強会4回・講演
会１6回・工場・会社見学2回。
・りそな総合研究所公開ｾﾐﾅｰ開催実績（経
理・財務関連）：22回・参加者434名。
・大阪府立大学発のベンチャー企業である株
式会社FUDAIが16年10月より実施する「事業
後継者特修塾」への参加企業を募集。
・ベンチャー企業や株式公開指向のある企業
に対する支援を目的に、監査法人から講師を
迎え「株式上場セミナー」を実施（16年10月）。

・大阪府立大学発のベンチャー企業である株
式会社FUDAIが10月より実施する「事業後継
者特修塾」へ当社取引先3社を紹介し、内1社
が参加（全体では19社が参加）。
・ベンチャー企業や株式公開指向のある企業
に対する支援を目的に、監査法人から講師を
迎え「株式上場セミナー」を実施（10月）。21社
23名が参加。
・16年上期のりそな総合研究所による公開セ
ミナー開催実績（経理、財務関連）：5回開催、
参加者107名。

（３．経営改善支援の取組み状況、４．経営改善支援の取組み実績参照）

6 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の
解消・再生の取組み。「早期事業
再生ガイドライン」の趣旨を踏まえ
た事業再生への早期着手

・債務者の再建可否を早期に
判断し､適切な手法・スキーム
による再生支援にあたる。
・外部機関等とのネットワーク
を強化し、企業再生のノウハウ
を蓄積する。
・本部、営業店が一体となり、
債務者の現状認識と再生への
強い意識の醸成を促す。

・法律事務所とアドバイザリー
契約締結。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・再生ファンドの利用に向けて投資銀行他の
機関とスキームを検討し、再生ファンドを活用
した再生支援を実施。
・法律事務所、投資銀行、コンサルタント会社
等の外部専門家と業務提携を実施。
・監査法人とＤＤＳに関する研修会を実施。

・企業再生に向けて再生取組企業の選定を
行い、再生ファンドを利用した再生支援を実
施。
・コンサルティング強化を目指し、コンサルタ
ント会社と業務提携を実施（16年6月）。
・監査法人とＤＤＳに関する研修会を実施。

・ＤＤＳに適した企業を
選定した上で、取組み
の検討を行う。

（２）地域の中小企業を対象とした
企業再生ファンドの組成の取組み

・「元気出せ大阪ファンド事業」
の立上げに積極的に関与す
る。
・民間の企業再生ファンドにつ
いても調査研究する。

・スキームを適用する対象とす
る債務者の選定、債務者との
折衝。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・再生ファンドを運営する金融機関と協議を実
施。
・16年3月に中小企業再生ファンドを組成し、
41社が同ファンドを利用。
・15年下期に引き続き、16年上期にも中小企
業再生ファンドを組成し、新たに22先が同ファ
ンドを利用。
・「元気出せ大阪ファンド」の検討部会に参
加。融資部内で研修を実施し、対象見込先の
選定を進めた。

・15年下期に引き続き、16年上期にも中小企
業再生ファンドを組成し、22先が同ファンドを
利用。
・「元気出せ大阪ファンド」への持込中の案件
が1件あり、別途新たな予定先としても1～2件
を検討している。

（３）デット・エクイティ・スワップ、
DIPファイナンス等の活用

・早期事業再生への支援を決
定した取引先に対する支援ス
キームの一つとして対応する。
・実施に向けた法務面、会計面
の検討が必要。

・スキームを適用する対象とす
る債務者の選定、債務者との
折衝。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・再生ファンドを運営する金融機関と協議を実
施。
・16年3月に中小企業再生ファンドを組成。
・15年下期に引き続き、16年上期にも中小企
業再生ファンドを組成し、新たに22先が同ファ
ンドを利用。
・企業再生ファンドの利用とともに、DESやＤＩ
Ｐファイナンスの活用を検討。

・再生可能な先について、企業再生ファンドの
利用とともにDESやDIPファイナンスの活用を
検討。
・ＤＤＳの導入に関し、対象先の検討を行うと
ともに、監査法との打合わせ会を9月に実施。

（４）「中小企業再生型信託スキー
ム」等、ＲＣＣ信託機能の活用

・早期事業再生への支援を決
定した取引先に対する支援ス
キームの一つとして対応する。

・スキームを適用する対象とす
る債務者の選定、債務者との
折衝。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・RCC信託機能を利用したスキームの検討。
・RCCの信託部門と協議を実施。
・16年3月、1グループ3社について、RCC信託
機能を利用した再生スキームを実施。
・16年7月にＲＣＣへ2回訪問し、今後の対応
方針を協議。

・16年7月にＲＣＣ（東京、再生第二部・債権買
取推進チーム）へ2回訪問し、今後の対応方
針を協議。

（５）産業再生機構の活用 ・早期事業再生への支援を決
定した取引先に対する支援ス
キームの一つとして対応する。
・企業規模、地域経済への影
響度、再生の確度を多面的に
検討し、対象先を決定する。

・スキームを適用する債務者の
選定、債務者との折衝。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・15年9月、当社主力の1社が、本スキームを
活用することを決定。
・16年6月、当社主力先であるＡ社について事
前相談を行った。

・16年6月、当社主力先であるＡ社について事
前相談を行った。

（６）中小企業再生支援協議会へ
の協力とその機能の活用

・同協議会との連携強化、債務
者に対して同協議会の利用を
提案。

・左記取組みの継続的な実施。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・同協議会の機能を利用したスキームを検
討。
・同協議会の機能の活用方法についてヒアリ
ングを実施し、連携を強化。
・16年上期、協議会への持込みを1件行い、9
月上旬に協議会としての再生案の提示を受
けている。

・同協議会の機能の活用方法についてヒアリ
ングを実施し、連携を強化。
・16年上期、協議会への持込みを1件行い、9
月上旬に協議会としての再生案の提示を受
けている。

（７）企業再生支援に関する人材
（ターンアラウンド・スペシャリスト）
の育成を目的とした研修の実施

・地銀協主催の「企業再生実務
講座」に参加（2名予定）。
・社内集合研修実施。
・通信講座の受講奨励。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励（本部の融資
関連部門・法人担当渉外の社
員を対象）。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励
（支店の融資課、渉
外課担当者を対
象）。
・社内集合研修。

・地銀協「企業再生実務講座」は、15年下期２
名、16年上期3名受講。
・通信講座は、15年下期248名、16年上期63
名受講。
・企業再生支援の具体的手法について集合
研修を実施（受講者110名）。

・通信講座63名受講。
・地銀協「企業再生実務講座」3名受講。
・企業再生支援の具体的手法について集合
研修を実施（受講者110名）。

・地銀協研修により社
内研修講師を育成す
る。
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具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しな
い融資の促進等。第三者保証の
利用のあり方

・融資案件の検討時において、
「実質ＣＦに基づく返済能力の
判定」を徹底する。

・「実質ＣＦに基づく返済能力判
定表」の作成。

・担保・保証に過度
に依存しない融資の
定着化を図る。

・実態キャッシュフローに基づく返済能力の判
定方法についての検討。
・保証人、担保に係る社内与信規定、クレジッ
トポリシーの改定を実施。
・16年4月に融資部審査担当者の目線の統一
及び営業店担当者の融資判断のレベルアッ
プを目的に「融資採択の判断に強くなるポイ
ント集」を制定。
・与信取引に関する「中小・地域金融機関向
けの総合的な監督指針」の内容に沿った態
勢整備を図るため、所管部にて通達、規定・
マニュアル等を作成し、留意事項の徹底や具
体的な対応策を順次示した。

・16年4月に融資部審査担当者の目線の統一
及び営業店担当者の融資判断のレベルアッ
プを目的に「融資採択の判断に強くなるポイ
ント集」を制定。
・与信取引に関する「中小・地域金融機関向
けの総合的な監督指針」の内容に沿った態
勢整備を図るため、所管部にて通達、規定・
マニュアル等を作成し、留意事項の徹底や具
体的な対応策を順次示した。

・法人向けスコアリング商品「リ
テール48（west）」の取扱いの
開始。

・法人向けスコアリングモデル
商品の導入（9月）。
・法人向けスコアリング商品の
販売試行（～10月）。
  11月より取扱店を拡大。
・個人事業主向けスコアリング
モデルの開発検討。

・個人事業主向けス
コアリングモデル商
品及び法人新規先
向けスコアリングモ
デル商品の導入を
検討し、16年度から
の販売を目指す。

・平成15年9月、法人向けスコアリング商品
「リテール48（west）」の導入、60ヶ店で試行。
同11月大阪府下全店に拡大。
・「リテール48（west）」の商品改定を実施し、
新規融資先向けや長期貸出商品の導入。
（16年2月）
・個人事業主向けスコアリング商品を検討
中。

・15年9月に導入した法人向けスコアリング商
品「リテール48（west）」の推進継続。
   ・平成16年9月末残高実績：7,931百万円
   ・平成16年9月末実行累計：23,489百万円
・個人事業主向けスコアリング商品の検討に
向け、CRD運営協議会との提携を実施。

（３）証券化等の取組み ・地元の自治体、りそなグルー
プで取扱う商品に関して積極的
に取組む。

・第一回大阪市CLO並びに第
一回大阪府SBE私募債の販売
開始。
・第二回大阪市CLOへの参加。
・第二回大阪府SBE私募債販
売開始。

・引き続き、りそなグ
ループで大阪府証券
化商品への参加を
検討。
・引き続き、各自治
体の証券化商品へ
参加する。

・大阪市CLO第一回、第二回実績は合計
1,957百万円。
・大阪府SBE私募債第一回、第二回実績は合
計2,150百万円。
・平成16年7月に大阪市・神戸市・横浜市が組
成する「政令都市CLO」へ参加。

・平成16年7月に大阪市・神戸市・横浜市が組
成する「政令都市CLO」へ参加。

（４）財務諸表の精度が相対的に
高い中小企業に対する融資プログ
ラムの整備

・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」の
導入の検討。
・「ＴＫＣ金融保証ローン」につ
いて、ＴＫＣ会員税理士向け情
宣活動を実施。

・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」導
入に向けた体制整備。
・「ＴＫＣ金融保証ローン」提携
方法の改善。

・ＴＫＣ南近畿会と連
携に向けた協議の
開始（6月）。
・上記施策の継続実
施・具現化。

・15年8月よりＴＫＣ近畿大阪会との連携につ
いて協議を開始。
・16年1月 役員幹部交流会実施。
・16年3月 各支部で営業店との交流会実施。
・16年8月 提携融資商品「TKCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾛｰﾝ」
取扱開始。

・ＴＫＣ近畿大阪会各支部と当社営業店との
間で実施した交流会に基づき、以降継続的に
情報交換を実施。
・ＴＫＣ近畿大阪会会員税理士関与先向け融
資商品「ＴＫＣ会員ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾛｰﾝ」取扱開始（16
年8月）。

（５）信用リスクデータベースの整
備・充実及びその活用

・地銀協の信用リスクデータ
ベース構築の進捗に併せて各
種作業を実施する。
・信用リスク管理の基礎となる
データ（信用格付、与信状況、
保全状況、延滞情報等）を一元
管理するシステムを個別に構
築する。

・「信用ﾘｽｸ定量化ｼｽﾃﾑ」を整
備活用し、適正な貸出金利の
適用を進める。
・信用格付の精度向上、ﾃﾞﾌｫﾙ
ﾄ率等のﾃﾞｰﾀ整備。

・地銀協が主体となり、ｼｽﾃﾑの
共同開発を実施。
・当社固有のシステムの立上
げ。

・信用格付の精度を高める研
修を実施。
・行内のﾃﾞﾌｫﾙﾄ実績をｼｽﾃﾑに
反映。
・地銀協の信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀをｼｽﾃ
ﾑに反映。

・左記施策の継続的
な実施。
・地銀協共同システ
ムの本格稼動。

・地銀協から各行宛にコンサルティング結果
のアウトライン、システム構成概要、今後の対
応予定等について説明会が行われた。
・当社固有の信用リスク管理の基礎データ構
築に必要なデータの選定を行い、蓄積を開
始。
・地銀協自己査定システムの保守期限が17
年3月に切れるため、新システムの導入に向
けてプロジェクトチームを設置し、開発業者や
他行から情報を収集。
・自己査定システム、債権管理システムの業
者の選定を行うとともに、稼動に向けて準備
を進めている。
・りそなグループと平仄を合わせた信用格付
制度の運用を6月から開始。
・信用格付の精度を高める事を目的とした営
業店研修実施。

・地銀協の新たな信用リスク管理システムで
ある「信用リスク情報統合システム（ＣＲＩＴ
Ｓ）」の16年12月の稼動に向け、インターフェ
イスファイルの作成等、必要な準備を進め
た。
・自己査定システム、債権管理システムの業
者の選定を行うとともに、稼動に向けて準備
を進めている。
・りそなグループと平仄を合わせた信用格付
制度の運用を6月から開始。
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具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、
貸付契約、保証契約の内容等重
要事項に関する債務者への説明
態勢の整備

・7月29日に公表された事務ガ
イドラインの一部改正への対応
を通して行内態勢を整備する。

・社内に検討会議を設置。
・社内態勢、実施スケジュール
を定め、適宜実施する。

・左記施策の定着化
を図る。

・ワーキンググループを組成し、当社の態勢
見直しの準備作業を関係部で横断的に進
め、項目毎に対応の方向性・時期などを定め
た対応スケジュール表を作成し、全店宛通
知。
・対応スケジュール表に沿って作業を進め、
概ね予定通り進捗している。主な項目として、
捨印の禁止、融資案件否決記録簿新設、デ
リバティブ商品の媒介に関する販売勧誘ルー
ル新設、インサイダー取引防止マニュアル制
定、苦情対応連絡会新設、銀行取引約定書
の双方署名方式への切り替え等を実施。

・「中小・地域金融機関向けの総合的な監督
指針」の趣旨を社内通達により徹底するとと
もに対応スケジュールを明示。
・対応スケジュール表に沿って作業を進め、
概ね当初の予定通り進捗している。具体的に
は、金銭消費貸借契約証書の写しの交付な
らびに解説書の作成、銀行取引約定書の双
方署名方式への切り替え、保証（担保提供）
意思確認記録票の廃止及び保証担保提供意
思確認書、保証担保提供意思確認チェック
シートの策定を実施。

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・支店役席者への研修。
・「苦情対応連絡会」を設け対
応の強化や再発防止策を検
討。
・「地域金融円滑化会議」にお
ける意見交換や銀行よろず相
談所からの苦情事例等の内容
を社内研修に反映｡

・研修計画立案。
・内部監査による点検項目の
見直し。
・「苦情対応連絡会」の開催。
・支店役席者への研修。
・臨店監査における苦情対応
状況等の点検強化。

・左記施策の継続的
な実施｡
・苦情発生時の報告
基準、報告方法の順
守及び研修実施状
況の確認。

・苦情対応連絡会を15年12月より開催。
・営業店における事例研修の充実等のため
営業店から本部宛に報告された苦情の全件
を営業店に還元開始。
・営業店からの研修報告に基づき実施状況を
確認。

・研修実施
　　グループリーダー研修（16年7月、9月）
・苦情対応連絡会の開催（16年4月、6月、8
月）

６．進捗状況の公表 ・りそなホールディングス広報
部が一元的に行う。

・15年度上期の進捗状況を記
者クラブ宛資料配布により公表
し、ホームページにも掲載す
る。

・同様に半期ごと公
表する。

・１５年度上・下期の進捗状況を、決算発表時
に合せて公表。

・15年度下期の進捗状況を、決算発表時に合
せて公表。
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具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

【以下任意】

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・
引当

・自己査定体制の整備、関係
諸規定等の整備。

・自己査定体制の強化、関係
諸規定等の制定・改訂。

・自己査定体制強化
の継続実施、関係諸
規定等の見直し。

・資産監査チームの増員、本部査定体制の
強化、各種説明会・研修の実施、自己査定関
係マニュアルの改訂・事例集等の制定。

・本部査定体制の更なる強化、金融検査マ
ニュアル別冊「中小企業融資編」の改訂を踏
まえた、各種説明会・研修の継続実施及び条
件緩和債権のデータ整備。

関係諸規定等の説明
会・研修等による更なる
目線の統一化、関係諸
規定の見直し

（１）②担保評価方法の合理性、処
分実績からみた評価精度に係る
厳正な検証

・処分実績データの蓄積及び
当該データに基づく検証、大型
物件・特殊物件の鑑定評価の
検証、研修の実施。

・処分実績のデータ整備及び
当該データに基づく鑑定評価
の妥当性の検証、特殊物件等
のデータ蓄積・分析。

・各項目の継続実
施。

・大型物件・特殊物件の鑑定評価の検証、処
分実績のデータ蓄積及び当該データに基づく
鑑定評価の検証を通じた掛目の実施、担保
評価実施要領等の研修の実施。

・15/9期に続き、16/3期においても、処分実
績に基づく鑑定評価の検証を通じた掛目の
実施、担保評価実施要領等の研修の実施。

各項目の継続実施

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債
務者区分と整合的な内部格付制
度の構築、金利設定のための内
部基準の整備等

・格付、債務者区分の定時・臨
時見直しを励行。

・6月末自己査定時点での「債
務者区分と信用格付の一致」。

・営業店レベルでの
信用格付、債務者区
分の精緻化の実現。

・自己査定による債務者区分と信用格付の時
間的なずれを是正するため、業容変化の発
生時に両者を同時に見直すこととした。
・債務者区分と信用格付の整合性を図る観点
から「信用格付、自己査定の研修」を実施。
（15年上期は15年7月、下期は15年11月及び
12月）
・16年3月で信用格付制度をりそなグループと
平仄を合わせた内容に改定し、5月及び6月
にその研修会を実施、6月より運用を開始。
・16年8月に信用格付と債務者区分の精緻
化、四半期決算への対応及び事務の効率化
の観点から信用格付の臨時見直し制度を改
定。
・新自己査定システム及び債権管理システム
の導入に向けてプロジェクトチームを設置、
業者の選定を行い16年12月末の稼動に向け
て準備を進めている。

・16年3月で信用格付制度をりそなグループと
平仄を合わせた内容に改定し、5月及び6月
にその研修会を実施、6月より運用を開始。
・16年6月に各営業店の実務担当者向けの信
用格付普及研修を実施。
・16年8月に信用格付と債務者区分の精緻
化、四半期決算への対応及び事務の効率化
の観点から信用格付の臨時見直し制度を改
定。
・新自己査定システム及び債権管理システム
の導入に向けてプロジェクトチームを設置、
業者の選定を行い16年12月末の稼動に向け
て準備を進めている。

・適用金利に係る個社別取引
方針の明確化。

・営業店業績評価への「貸出目
標金利」の適用を反映。
・営業店還元資料の見直し。

・貸出目標金利未達
債権ﾘｽﾄの営業店へ
の還元（4月）。
・営業店業績評価へ
の反映（4月）。
・信用ｺｽﾄ・ﾘｽｸに見
合った貸出金利鞘の
確保及び拡大の観
点から適正なﾌﾟﾗｲｼﾝ
ｸﾞ確保の定着化を図
る。

・貸出目標金利の浸透のため全部店長・渉外
担当役席に対し説明会を実施（15年4月）。
・個社別取引方針決定のための資料「取引先
別貸出目標金利管理表」及び貸出目標金利
未達債権ﾘｽﾄ「重点交渉先管理表」を営業店
に還元（15年4月・10月、16年4月）。
・信用ｺｽﾄ控除後収益を織込んだ取引先別収
益表の還元開始（15年6月）。
・信用ｺｽﾄ控除後ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ改善の月次実績還
元、取引先別収益表を還元済（15年6月）。
・貸出目標金利算出ﾂｰﾙの追加制定（15年7
月）。
・低格付先を中心とした「信用格付に応じた適
性な貸出金利」適用の重点推進を実施（15年
12月）。

・貸出金利改善対象先の営業店管理資料還
元。（16年4月）
・「貸出目標金利」の改定（16年6月）。

10 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
備　　　考

（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１６年９月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示
（タイムリーディスクロージャーを
含む）のための体制整備等

・毎期の決算に基づく会社情報
の適時開示基準金額の確定時
等には、速やかに行内で周知
徹底し、適時適切に対応する。

・具体的取組み策に基づき、都
度、適時開示規則その他法令
の遵守について周知徹底す
る。

同左 ・株式公開銀行と同様の開示体制を維持する
とともに、開示規則等の遵守について周知徹
底を図っている。

同左

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 地銀協より公表されている「地
域貢献に関する情報開示の充
実に向けた取組み方針」の内
容をふまえた開示を行う。
１．地域への信用供与の状況
２．地域の利用者への利便性
提供の状況
３．地域経済活性化への取組
み状況
４．その他（地域への各種支援
活動の状況）

・15年度下期中に「地域貢献に
関する情報｣を開示する。

15年度の情報開示
に対する評価を踏ま
え､16年度上期中に
開示を行う。

・「地域貢献に関する情報」について、りそな
ホールディングス広報部と連携のうえ、「りそ
なホールディングス中間期ディスクロジャー誌
２００３－２００４」、「近畿大阪銀行ディスク
ロージャー誌２００４」およびホームページを
通じて公表。

・「地域貢献に関する情報」を盛り込んだ「近
畿大阪銀行ディスクロージャー誌２００４」を発
行済。

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

11 （近畿大阪銀行）



３．経営改善支援の取組み状況

①要注意先・要管理先の集中管理を通じて再建可能先の早期発
見、再建支援活動の早期着手を行う。
②企業再建ノウハウを持つ金融機関等、外部専門家との協力・提
携関係を構築、強化し、具体化する。
③ローンレビュー制度とモニタリングにより債務者の現状把握と状
況変化を察知する。
④融資部の担当審査役が初期延滞先の管理を担当し、延滞のき
わめて初期の段階から本部・営業店が一体となって営業店を指導・
管理しながら債務者の現況把握と債権の劣化防止に努める。

①特定審査チーム、企業再建支援チームの体制変更(4月)
②特定審査チームの審査役増強(4名→6名)（6月）
③ローンレビューの実施（15年4月）
④モニタリングの実施（15年8月）
⑤「あおぞら銀行」などの企業再生ノウハウを持つ金融機関との連
携による企業再建活動への着手(15年度上期)
⑥再建支援対象先に個社別の短期目標設定を行い、企業再建支
援チームの活動状況を経営宛に定期報告する（3ヶ月毎）。
⑦自己査定を通じ、再建支援活動の結果をトレースする。

①15年度と同様の取組みとする。
②企業再建支援ﾁｰﾑを企業ｻﾎﾟｰﾄ室に組織変更（16年6月）。

①特定審査チームで要管理先・破綻懸念先を中心とした集中管理
を行う。
②企業ｻﾎﾟｰﾄ室で要注意先以下の債務者のうち再建が可能と考え
られる先について、企業再建支援活動(財務体質の改善アドバイス
等の経営改善支援、金融機関としての支援)を行う。

進捗状況

○特定審査チームと企業ｻﾎﾟｰﾄ室との連携強化、及び機能強化を
図るとともに、特定審査チームを増強（4名→6名）。
○本部直轄管理先を選定し、活動を開始した（16年2月）。
○ローンレビュー・モニタリングの実施。
○あおぞら銀行・新生銀行と再生に係る基本契約を、㈱船井総合
研究所と業務提携契約を締結した。
○企業再生活動に関する基本方針を制定した（16年3月）。

１６年４月～１６年９月
○㈱新生銀行とリレバン機能強化に関する提携契約を締結した
（16年6月）。
○㈱船井総合研究所と業務契約を締結した（16年6月）。

○債務者毎に取引方針の見直しを行い、当社の協力・支援と、債
務者の自助努力により、債務者区分の良化が可能と見込まれる先
について、個社別にスキームの検討を行い、債務者区分の上方遷
移を行った。
○Ｈ16年度上期に、本部主導で行っていた再生活動を営業店レ
ベルでも実践すべく、対象先の拡大を図るとともに営業店ｻﾎﾟｰﾄを
強化し、全社的な活動に拡大した。
○営業店担当者のｽｷﾙｱｯﾌﾟと、再生支援活動の動機付けのため
に研修会を実施した。
○特定の債務者に対して外部の専門機関を紹介、企業再生ス
キームの検討を含めて協調関係を構築した。

１６年４月～１６年９月

○本部主導で行っていた再生活動を営業店レベルでも実践すべ
く、対象先の拡大を図るとともに営業店ｻﾎﾟｰﾄを強化し、全社的な
活動に拡大した。
○企業ｻﾎﾟｰﾄ室担当者の臨店、及び支援先への同行訪問により、
企業再生について全社的なレベルアップに努めた。
○営業店の支店長・担当者を対象とした集合研修を実施した（16
年6月）。

・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む）

（注）下記の項目を含む
経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。
・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。

スケジュール

具体的な取組み

１５年度

備考（計画の詳細）

１６年度

（１）経営改善支援に関する
　　体制整備の状況

（経営改善支援の担当部署を含む）
　　１５年４月～１６年９月

（２）経営改善支援の取組み状
況（注）

１５年４月～１６年９月

（近畿大阪銀行）



４．経営改善支援の取組み実績

【１５年４月～１６年９月】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 5,884先 161先 60先 77先

うち要管理先 1,385先 74先 17先 39先

破綻懸念先 1,404先 20先 3先 2先

実質破綻先 1,414先 5先 2先

破綻先 615先 1先

合　計 39,998先 309先 80先 120先

注）・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

0先

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分
が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

29,296先 48先

（近畿大阪銀行）



【１６年度上期（１６年４月～１６年９月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 5,873先 134先 22先 102先

うち要管理先 705先 44先 8先 32先

破綻懸念先 1,796先 27先 8先 18先

実質破綻先 1,949先

破綻先 476先

合　計 34,422先 206先 38先 153先

注）・期初債務者数及び債務者区分は１５年１０月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

1先23,623先

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分
が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

1先

（近畿大阪銀行）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リレーションシップバンキングの 

機能強化計画の進捗状況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年 10 月 

株式会社 奈良銀行 



 1 （奈良銀行） 

 

１．全体的な進捗状況及びそれに対する評価 
 
  当社は地元への円滑な資金供給を目的に創業し、今日もその創業精神を基本方針として、地

元経済の発展に貢献してまいる方針です。 

平成 15 年 9 月期に、当社は、自己資本比率が大幅に低下した結果、早期是正措置の対象とな

り、現在、同措置に対する経営改善計画を役職員一丸となって進めているところですが、地

域金融機関にとって、地域経済の発展なくしては自らの発展も望めないとの認識の下、当社

自身の再生ならびに信頼回復のためにも、リレーションシップバンキングの機能強化計画の

着実な実行を通じ、地元の中小企業、事業者の再生や地域経済の活性化に取組むことが重要

と考えております。 

 

  平成 15 年度においては、お取引先企業に対する支援機能の強化のため、担当者の外部研修へ

の参加や中小企業支援センター等との情報交換を実施し、同 10 月には、お取引先企業の再生

支援の取組みを強化するため、「企業支援室」を設置致しました。16年 10 月に組織改正を行

い、現在の「企業支援室」の機能及びお取引先企業の経営相談・営業支援等のコンサルティ

ング機能を強化するために、「企業サポート本部」を設置いたしました。（主に経営相談・営

業支援担当 ５名、再生支援担当 従来の「企業支援室」3 名の 8 名体制） 

 

また、平成 15年 9 月中間決算にて、りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による

「財務改革」を断行し、健全性確保と今後の収益体質強化に取組んでおります。 

これらの取組みにより、全体として、本計画は当初計画どおり進捗しているものと考えてお

ります。 

 

今後も、研修拡充等を通じた担当者のレベルアップ、りそなグループの機能活用、外部機関

との連携等、本計画で予定している施策を通じて機能強化を図ってまいります。 

 

【機能強化計画の主な進捗状況（平成 15 年 4 月～平成 16 年 9 月）】 

 

○創業・新事業支援機能の強化 

地域経済の活性化の為には新規企業の創設や新事業の展開が重要であり、これらに対する円

滑な資金供給と金融サービス機能強化を図るため、平成 15 年 10 月 1 日に審査部員 1 名の増

員を行なうと共に、第二地銀協主催の「目利き」研修に本部から 1 名、営業店から 3 名参加

致しました。 

また、通信教育の受講につきましては 16 年 2 月開講分より延べ 40 名（うち創業・新事業支

援 6 名）の受講でスタート、33 名の受講終了いたしました（うち創業新事業支援4 名）。引き

続き通信教育の受講等により社員のレベルアップに取組んでおります。 

 

外部専門機関の活用については、平成 16 年 3 月に奈良県山間地域における CATV 施設整備事

業に対し、日本政策投資銀行、南都銀行との協調により総額 3 億円のうち 20 百万円の融資支

援を行いました。 



 2 （奈良銀行） 

その他、奈良県中小企業支援センター主催の起業家マッチングプラザや「近畿地区産業クラ

スターサポート金融会議」に参加し、創業支援にかかる取組動向入手の情報交換を行った他、

中小企業金融公庫奈良支店との間で 16 年 3 月「地域経済の活性化と中小企業金融の再生」を

目的に業務連携・協力に関する覚書を締結いたしました。 

 

 

○取引先企業に対する経営相談、支援機能の強化 

顧客ソリューション提供力強化を図るべく、平成 16年 1 月に、りそな総合研究所とビジネス

マッチング業務に関する契約を行い、また、16年 10月 1 日、企業サポート本部を設置、新た

にコンサルタント会社と業務提携し、顧客ニーズに応じた各種コンサル、顧客紹介等ができ

る仕組作りを行いました。 

 

また、社内研修等におきましては審査部主導により、各営業店へ出向き少人数形式での指導

を行った他、第二地銀協主催の「ランクアップ研修」に６名参加、通信教育の受講（経営改

善支援 32 名受講 うち 24 名修了）と併せ社員のレベルアップに努めております。 

 

○早期事業再生に向けた取組 

企業支援の専担部署として、平成 15 年 10月 1 日付で「企業支援室」（16 年 10月 1 日 企業

サポート第三部に変更）を 3 名体制で新設し、①経営改善計画策定支援 ②所有資産売却指

導 ③経営改善計画を基にした政府系金融機関への支援協議 ④奈良県再生支援協議会への

顧客相談誘導等を行いました。 

 

企業の経営再生支援策の実施等により、経営改善支援取組み先６４先のうち、債務者区分の

上昇１６先、債務者区分の維持２９先の実績を挙げました。 

 

人材育成のための研修につきましては、支援スキル向上を図るため第二地銀協主催の「企業

支援者養成研修」に２名参加、また通信教育については 16 年 2 月開講分より実施しました。

（企業再生支援 2 名、うち1 名修了）（経営改善支援 32 名、うち 28 名終了）               

 

○お客様への説明態勢の整備、苦情・相談処理機能の強化 

お客様への融資契約書等の説明能力の向上を図るため、平成 15年 7 月のシステム移行に伴う

新事務手続きの周知徹底、マニュアルの策定および研修の実施を行いました。今後とも、研

修等を通じ、一層の説明能力の向上を図ります。 

相談・苦情処理については、平成 15 年下期、16 年上期に、事例に基づく研修会を実施致しま

した。 

また四半期毎に相談・苦情処理の内容を取り纏め、当社「経営会議」に発生事象を報告する

とともに、同内容を営業店に紹介し、それを題材にした各店での勉強会の開催を定例化する

等、苦情の未然防止に努めております。 

 

 



 3 （奈良銀行） 

 ○資産査定、信用リスク管理の強化 

  資産健全化に向け、営業店別の研修を実施したほか、16 年 3 月「クレジットポリシー」を制

定、また「クレジットシーリング制度」を導入し信用リスクの分散を図るとともに、平成 16

年 9 月に自己査定マニュアルを改訂し、より一層の査定基準の厳格化を行いました。 

不動産担保評価につきましても、外部評価機関による担保調査を導入するとともに、処分実

績に基づく評価の修正の厳格化を行う等の対応を図りました。また、平成 16年 3 月には信用

格付制度を導入し、信用リスクを反映した適正金利の確保を図る体制構築に着手致しました。 

 

 

以 上 

 
 



２２２２．．．．アクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムにににに基基基基づくづくづくづく個別項目個別項目個別項目個別項目のののの計画計画計画計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

（（（（１１１１））））15151515年年年年4444月月月月～～～～16161616年年年年9999月月月月のののの全体的全体的全体的全体的なななな進捗状況及進捗状況及進捗状況及進捗状況及びそれにびそれにびそれにびそれに対対対対するするするする評価評価評価評価

生支援担当、現在の企業支援室　3名）

スキルアップを図りつつあります。

<中小企業金融再生に向けた取組>　

防止に努めております。 

<健全性の確保、収益性向上に向けた取組> 

16年度上期は信用格付運用開始による研修等のほか、営業店若手社員主体の自主勉強会を開始社員の自己査定能力の向上に努めました。

16年3月期には破綻懸念先以下で担保権による回収見込額が50百万円以上の先について、原則物件毎に「売り急ぎ事情」（早期売却）を前提とした価格を採用いたしました。また担保評価の更なる

・苦情・相談処理については、四半期毎に苦情処理の内容を取り纏め当社「経営会議」に報告するとともに、同内容を営業店に紹介し、それを題材に各店での勉強会開催を定例化する等苦情の未然 

・資産健全化に向け自己査定能力の向上を図るため、15年度は営業店別研修を2回実施したほか、15年9月「自己査定マニュアル」をより厳格に改訂し説明会を行いました。

・担保評価の厳正化につきましては、15年3月期に破綻懸念先以下先の大部分について鑑定評価を取り入れるとともに、15年9月期は時点修正、処分実績に基づく厳正化を行いました。

厳正化をはかるため、16年3月よりりそなビジネスサービス㈱の評価を導入いたしました。

・当社の懸案である「信用格付」は、16年3月制度を導入し運用を開始いたしました。当制度を運用することで、信用リスクを反映した金利体系を構築し適正金利の確保をはかります。

また、審査能力向上のため、第二地銀協の目利き研修、ランクアップ研修等に12名参加いたしました。通信教育についても、16年2月開講分より延べ40名が受講、社員の能力向上を図りました。

また16年3月に中小企業金融公庫奈良支店との間で「地域経済の活性化と中小企業金融の再生」を目的に業務連携・協力に関する覚書を締結いたしました。

②所有資産売却指導　③経営改善計画を基にした政府系金融機関への支援協議　④奈良県中小企業再生支援協議会への顧客相談誘導等を行いました。その結果、別添経営改善支援の取組実

績表の通り、期中に債務者区分の上昇16先、債務者区分維持29先の実績を挙げました。

・その他中小公庫国民公庫等とのお取引先への協調支援や、奈良県中小企業支援ｾﾝﾀｰのマッチングプラザへの参加や経営革新法認定企業の支援相談を積極的に行いました。

16年10月、新たなコンサルティング会社と提携、より幅広い顧客ニーズに応じた各種コンサル、顧客紹介等ができる仕組作りを行いました。

式使用に関するＱ＆Ａを作成配布し、営業店の理解を深めた。

・地域貢献に関する情報開示につきましては、りそなホールディングスと連携のうえ、より「お客様の分かりやすさ」を重点に開示してまいります。

・当社は地元への円滑な資金のご提供を目的に創業し今日もその創業精神を基本方針として地元経済の発展に貢献してまいる方針です。

・経営不振先に対する取組として、平成15年10月1日「企業支援室」を3名体制で新設、対象先64先を選定し実態把握、経営改善支援に着手いたしました。具体的には、①経営改善計画策定支援

・奈良県中小企業再生支援協議会へは、16年下期2先の案件相談を行い、うち1件は第二次対応にむけ進行しております。

・コンサルティング・情報提供ニーズに対応するため、グループ機能の活用を検討してまいりましたが、16年1月グループ会社「りそな総合研究所」とビジネスマッチング業務に関する契約をおこない、

・お取引先への重要事項の説明につきましては、平成15年7月のシステム移行を契機に各種契約書類の双務契約方式等への改訂を行い、またその事務手続き等の説明会を行いました。また、新書

・外部専門機関の活用については、16年3月に奈良県山間地域におけるCATV施設事業に対し、日本政策投資銀行、南都銀行との協調により総額3億円のうち20百万円の融資支援を行いました。

・当社はりそなグループの一員として、都市銀行レベルの商品、サービスのご提供が可能となりましたが、そのためにも社員個々のレベルアップが必要であり、本計画で予定している研修等を通じて

・創業、新事業支援のため、平成15年10月1日審査課員を1名増員し、また、お取引先への経営相談、営業支援機能強化のため16年10月「企業サポート本部」を設置しました。

・そのため「財務体質の健全化にむけ本計画の着実な実行を図ることで、地元経済の活性化、健全性の確保・収益力の向上を図るべく、審査部審査課を増員し、また16年10月1日、組織改正を行

い、現在の「企業支援室」の機能及びお取引先の経営相談、営業支援等のコンサルティング機能を強化しするため「企業サポート本部」を設置いたしました。（主に経営相談・営業支援担当５名、再

1 （奈良銀行）



（（（（２２２２））））16161616年年年年4444月月月月からからからから16161616年年年年9999月月月月までのまでのまでのまでの進捗状況及進捗状況及進捗状況及進捗状況及びそれにびそれにびそれにびそれに対対対対するするするする評価評価評価評価

33名が修了致しました。

支援相談等に積極的に取り組みました。

防止に努めております。 

<健全性の確保、収益性向上に向けた取組>

　
<<<<中小企業金融再生中小企業金融再生中小企業金融再生中小企業金融再生にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組>>>>

・お取引先への支援機能強化のため、平成16年10月1日、組織改正を行ない、現在の「企業支援室」の機能及び経営相談、営業支援機能をもつ「企業サポート本部」を設置いたしました。

また、審査能力向上のため第二地銀協の目利き研修　ランクアップ研修に6名参加いたしました。通信教育は、16年2月開講分より延べ40名（目利き講座、ランクアップ講座等３講座）が受講し

・奈良県中小企業再生支援協議会へは、16年下期2先の案件相談を行い、うち1件は第二次対応に向け進行しております。

策定支援 ②所有資産売却指導　③経営改善計画を基にした政府系金融機関への支援協議　④奈良県中小企業再生支援協議会への顧客相談誘導等を行いました。その結果、別添経営改善支援

の取組実績表の通り、期中に債務者区分の上昇11先、債務者区分の維持41先の実績を挙げました。

・地域貢献に関する情報開示につきましては、りそなホールディングスと連携のうえ、より「お客様の分かりやすさ」を重点に開示してまいります。

・当社の懸案である「信用格付」の導入は16年3月制度を導入し運用を開始いたしました。当制度を運用することで、信用リスクを反映した金利体系を構築し適正金利の確保を図ります。

・コンサルティング・情報提供ニーズに対応するため、グループ機能の活用し、「りそな総合研究所」とビジネスマッチング業務に関する契約をおこない、また、16年9月新たにコンサルティング会社と

・苦情・相談処理については、四半期毎に苦情処理の内容を取り纏め当社「経営会議」に報告するとともに、同内容を営業店に紹介し、それを題材に各店での勉強会開催を定例化する等苦情の未然 

・担保評価の厳正化につきましては、16年3月期に破綻懸念先以下で担保権による回収見込額が50百万円以上の先について、原則物件毎に「売り急ぎ事情」（早期売却）を前提とした価格を採用

提携し、より幅広い顧客ニーズに応じた各種コンサル、顧客紹介等ができる仕組作りを行いました。

・資産健全化に向け自己査定能力の向上を図るため、信用格付の運用開始、そのための研修会実施のほか、主に若手社員による勉強会をほぼ毎月実施しております。

いたしました。また担保評価の更なる厳正化をはかるため、外部評価を取り入れ　りそなビジネスサービス㈱による担保評価の運用を開始いたしました。

・外部専門機関の活用では引き続き中小公庫、国民公庫との協調支援を行なうとともに、奈良県中小企業支援ｾﾝﾀｰのマッチングプラザに参加情報入手を図るとともに、経営革新法認定企業等の

・経営不振先に対する取組として、「企業支援室（現：企業サポート本部　第３部）」が中心となって、対象先58 先を選定し実態把握、経営改善支援に着手いたしました。具体的には、①経営改善計画

2 （奈良銀行）



（（（（３３３３））））アクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムにににに基基基基づくづくづくづく個別項目個別項目個別項目個別項目のののの計画計画計画計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況　　

具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 １６年４月～１６年９月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 ・審査課課員の増員
・外部受講等による
審査能力の向上

・第二地銀協等の
外部研修の受講
・外部公的機関と
の情報交換
・事前相談を活用
し営業店の相談に
対応

・１５年度の成果を
みてスキルアップ
する

・15年10月1日付で審査部審査課
に1名増員。
・第二地銀協の研修に12名（事業
再生研修2名・ランクアップ研修6
名・目利き研修4名）参加
・通信教育受講（延べ40名）により
社員のレベルアップを図った。

・15年10月1日付で審査部審査課
に1名増員。
・第二地銀協の研修に３名（ランク
アップ研修２名・目利き研修１名）
参加
・通信教育受講（延べ40名）により
社員のレベルアップを図った。

・第二地銀協の目利き研修受講
・奈良県中小企業支援センター等のベン
チャー企業を支援する機関との情報交換

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を
目的とした研修の実施

･外部研修の受講と
行内研修の強化
・事前相談を活用した
OJT

･第二地銀協の研
修参加
・事前相談の活用
・行内研修の実施

・１５年度の成果を
みてスキルアップ
する

・第二地銀協「目利き」研修に審査
部から1名、営業店から3名参加さ
せた。
・通信教育の受講（延べ40名うち
創業新事業支援6名）により、社員
のレベルアップを図った。（16年2
月から）
・審査部あて事前相談は、1ヶ月数
件あり。

・第二地銀協「目利き」研修に営業
店から１名参加させた。
・通信教育の受講（延べ40名うち
創業新事業支援6名）により、社員
のレベルアップを図った。（16年2
月から）

・第二地銀協の上級研修に審査課、企業支
援室担当者が参加
・第二地銀協の中級研修への営業店担当
者の参加
・「目利き」研修受講者を講師とする社内研
修　　　・通信教育の受講

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行
との連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

・奈良県中小企業支
援センター等との情
報交換

・奈良県中小企業
支援センター等と
の情報交換と情報
の営業店への還元

・左記施策の継続
実施

・起業家マッチングプラザに参加
し、奈良県中小企業支援センター
との連携を図るとともに参加者情
報を営業店に還元した。（15年3
月、16年3月）
・「近畿地区産業クラスターサポー
ト金融会議」に参加、創業支援に
かかる取組動向入手のほか情報
交換を図った。(15年12月、16年4
月）
・経営革新支援法認定企業に対
し、本部帯同訪問を実施した。（融
資取り上げ1先、日本経済新聞社
主催のベンチャーエキスポ参加2
社）

・起業家マッチングプラザに参加
し、奈良県中小企業支援センター
との連携を図るとともに参加者情
報を営業店に還元した。（16年3
月）
・中小企業支援センターの機能等
について、本部法人担当の支店担
当者との帯同訪問時のＯＪＴにより
その活用を促し、経営革新法認定
企業等からの相談10先の受付が
あった。
・「近畿地区産業クラスターサポー
ト金融会議」に参加、創業支援に
かかる取組動向入手のほか情報
交換を図った。（16年４月）

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

・日本政策投資銀行
が計画中の「地域金
融協議会」へ参加
・中小公庫、商工中
金等との連携

・日本政策投資銀
行等の制度や機能
の勉強会実施
・日本政策投資銀
行等への取引先紹
介

・左記施策の継続
実施

・関西地区での「地域金融機関協
議会」は立ち上げられていない。
・日本政策投資銀行のベンチャー
融資に関するリーフレット等を配布
その機能を営業店に紹介した。
・奈良県山間地域における大規模
CATV施設整備に対し、日本政策
投資銀行、南都銀行と協調し融資
を実行した。（総額3億のうち20百
万円・16年3月実行）
・中小公庫奈良支店との間で「地
域経済の活性化と中小企業金融
の再生」を目的に業務連携・協力
に関する覚書を締結した。（16年3
月）
・国民生活金融公庫と協調し取引
先企業への支援を行った。（1先実
行済、2先相談中）

・国民生活金融公庫と協調し取引
先企業への支援を行った（１先実
行、２先相談中）

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

3 （奈良銀行）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（５）中小企業支援センターの活用 ・情報交換の活発化
・本センター機能につ
いての行内研修の実
施

・法人開拓専担者
等による連携の強
化
・営業店への研修
により本センターへ
の取引先紹介が出
来るようにする

・左記施策の継続
実施

・随時本部法人担当者が接触、情
報交換を行い現場でのOJTを行っ
ている。
・起業家マッチングプラザに参加
（15年3月、16年3月）、参加者情報
を営業店に還元した。

・随時本部法人担当者が接触、情
報交換を行い現場でのOJTを行っ
ている。
・起業家マッチングプラザに参加
（16年3月）、参加者情報を営業店
に還元した。その結果、経革法認
定企業等の支援相談受付は１０先
あった。（経営革新法認定先　７先
創業新事業支援　３先）

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの
整備

・グループの情報ネッ
トワークや情報交換
機能等の活用
・グループのビジネス
マッチング機能の活
用

・グループのコンサ
ル機能等の営業店
への提供
・グループのビジネ
スマッチング機能
の活用

・グループ機能活
用についての営業
店研修による活用
促進

・16年1月、りそなグループの「りそ
な総合研究所」とビジネスマッチン
グ契約を行い、奈良「経営コンサ
ルティング紹介サービス」の名称
で顧客ニーズに応じた各種コンサ
ル、顧客紹介等の仕組作りを行っ
た。

・16年10月、企業サポート本部を
設置、企業の営業支援担当５名を
配置、併せて、新たにコンサルタン
ト会社と提携し、県下企業に対し
幅広いコンサルティング・営業支
援を行う体制を整備した。

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生
防止のための体制整備強化並びに実績公表

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 ・外部研修の受講と
行内研修の実施

・外部研修の受講
・行内研修による
能力向上

・第二地銀協の研
修受講による能力
向上
・実地での支援活
動

・第二地銀協「ランクアップ研修」
に審査部1名、支援室2名、営業店
より3名参加させた。
・通信教育受講（延べ40名うち経
営改善支援32名受講）による社員
のレベルアップ指導中。
・社内研修は「企業の実態把握に
むけた具体的事例」を中心に営業
店毎に実施した。（15年下期は、9
ケ店で実施）
・16年上期は、若手社員を対象に
「企業の財務面の見方」を中心とし
た自主勉強会を開催した。

・第二地銀協「ランクアップ研修」
に支援室より1名、営業店より1名
参加させた。
・通信教育受講（延べ40名うち経
営改善支援32名受講）による社員
のレベルアップ指導中。
・16年上期から審査部・企業支援
室主催で、融資・渉外（法人）担当
者の有志による勉強会を月１回の
頻度で開催した。

・第二地銀協「ランクアップ研修」受講

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協力 ・りそな総合研究所の
機能活用

・研修を実施し、取
引先に紹介する

・左記施策の継続
実施

・コンサルティング機能の活用面では、
15年上期1先の実績があった。
・16年1月、りそなグループの「りそな総
合研究所」とビジネスマッチング契約を
行い、奈良「経営コンサルティング紹介
サービス」としてサービスを開始。さら
に、16年10月企業サポート本部を設
置、新たに外部コンサルティング会社と
提携「経営者」の参加を得て「コンサル
会社」による「経営者塾」の開催を計画
している。

・左記、「奈良経営コンサルティン
グ紹介サービス」のほか16年10月
1日新たにコンサル会社と提携「経
営者塾」の開催を予定、より幅広
いコンサル機能を提供する仕組を
構築した。

（３．経営改善支援の取組み状況、４．経営改善支援の取組み実績参照）

4 （奈良銀行）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期事
業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

・「企業支援室」の新
設
・公的機関、外部専
門家との連携強化
・外部研修への参加
による知識・ノウハウ
吸収

・審査課担当の外
部研修参加
・営業店と連携した
業況改善・事業再
生への取り組み
・行内研修による
能力向上

・本部・営業店が一
体となった活動
・外部研修受講と
行内研修の実施
・営業店への事例
還元

・専担部署「企業支援室」（現　企
業サポート本部第３部）を3名体制
で発足（15年10月）、一部破綻懸
念先を含め対象先64先を選定し、
対象先の実態把握、再生支援に
着手した。
・再生案件については、早期所有
資産売却・有利子負債圧縮を経営
者に指導するとともに、管理資料
としてタイムスケジュールを作成し
た。（16年3月）
　

・専担部署として「企業支援室」
（現　企業サポート第3部）を3名体
制で発足（15年10月）、一部破綻
懸念先を含め対象先16年上期対
象先58先を選定し、対象先の実態
把握、再生支援に着手した。
・再生案件については、早期所有
資産売却・有利子負債圧縮を経営
者に指導するとともに、管理資料
としてタイムスケジュールを作成し
た。（16年3月）
　

・第二地銀協「事業再生支援者養成研修」
に参加

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の取
組み

・地域での再生ファン
ドがあれば参加検討
・再生ファンドの組成
・活用情報の収集

・公的機関等を通
じた情報収集

・左記施策の継続
実施

・奈良県での再生ファンド立ち上げ
の予定は現時点ではない。

・奈良県での再生ファンド立ち上げ
の予定は現時点ではない。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 ・情報収集と活用の
可能性を研究し、必
要に応じて対応する

・事例等の情報収
集を行い、その活
用・可能性を検討
する

・左記施策の継続
実施

・ＤＥＳ等に関する情報収集に努め
ているが活用実績はない。

・ＤＥＳ等に関する情報収集に努め
ているが活用実績はない。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活
用

・活用事例情報収集・
対象先があれば活用
を検討

・活用事例情報収
集
・対象先があれば
活用を検討

・左記施策の継続
実施

・活用事例の情報収集に努めてい
るが活用実績はない。

・活用事例の情報収集に努めてい
るが活用実績はない。

（５）産業再生機構の活用 ・活用情報の収集 ・活用情報の収集 ・活用情報の収集
・対象先があれば
活用検討

・活用実績はない。 ・活用実績はない。

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 ・連携を強化し、取引
先への紹介・利用促
進を誘導する

・対象先の選定と
利用促進
・営業店への機能
紹介による利用推

・左記施策の継続
実施

・5先の相談を持ち込み顧客誘導
した。（うち1先は現状専門家によ
る改善計画具体化にむけ検討段
階にある。）

・2先の相談を持ち込み顧客誘導
した。（うち1先は現状専門家によ
る改善計画具体化にむけ検討段
階にある。）

（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリ
スト）の育成を目的とした研修の実施

・外部研修参加
・行内研修の実施
・外部専門家等との
連携を通じた能力の
向上

・第二地銀協の研
修に参加
・支店長・融資課長
を対象とした行内
研修実施
・外部セミナー参加

・左記施策の継続
実施

・第二地銀協｢企業再生支援者養
成研修」に2名、「ランクアップ研
修」に6名参加した。
・第二地銀協通信教育16年2月開
講分より開始。延べ受講者40名
（うち企業再生支援コースは2名、
経営改善支援コース32名）のうち
33名修了した。

・第二地銀協｢企業再生支援者養
成研修」に１名参加。
・第二地銀協通信教育16年2月開
講分より開始。延べ受講者40名
（うち企業再生支援コースは2名、
経営改善支援コース32名）のうち
33名修了した。

・第二地銀協「事業再生支援者養成研修」
に参加
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しない融資の促進等。第三者保
証の利用のあり方

・無担保商品の推進
・キャッシュフローを
重視した融資取組
・「スコアリングモデ
ル」商品の検討

・無担保商品の推
進
・キャッシュフロー
重視の浸透

・無担保商品の推
進
・キャッシュフロー
重視の浸透
・スコアリングモデ
ルの導入検討

・スコアリングモデル商品について
は、りそな銀行の取組状況を注視
のうえ連携申入れを検討している
が、商品化には至っていない。
・実態B/S,P/Lによる返済能力の
把握、実質キャシュフロー重視の
考え方は債務者区分判定申請を
通じ都度指導している。

・同左 ・現状ある無担保商品「リージョナる<ならバ
ンク>」の推進

（３）証券化等の取組み ・地方自治体やグ
ループの商品に対し
積極的に取り組む

・地方自治体の制
度が確定した時点
で参加を前向きに
検討する

・左記施策の継続
実施

・自治体等に制度創設の動きはな
い。

・自治体等に制度創設の動き
はない。

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プ
ログラムの整備

・TKC会員税理士と
の提携による商品の
検討

・TKCとの提携の
可能性の調査
・グループ行の取
組状況も参考とす
る

・商品開発と推進 ・ＴＫＣと具体的なコンタクトには
至っていない。

・ＴＫＣと具体的なコンタクトには
至っていない。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 ・信用リスク計量化に
向けた体制整備
・信用コストに見合っ
た適正金利の設定

・信用格付制度導
入に向けた準備作
業
・信用格付制度に
係る営業店向け研
修

・信用格付を導入
し、信用リスクの計
量化を図る
・格付け別スプレッ
ド設定による貸出
金利の適正化

・16年3月信用格付制度導入し、
営業店むけ説明会を実施、16年7
月から運用を開始した。（運用開
始に先立って営業店融資課長に
マンツーマン研修を実施）

・16年7月信用格付の運用を開
始。与信総額500百万円以上先58
先を含む230先の格付を終えた。
・16年度中に与信総額20百万円
の全対象先の格付を完了する予
定。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容
等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

・新事務手続きに係
る研修
・説明ツール、マニュ
アル整備

・新銀行取引約定
書の切り替えと行
内説明会（実施済）
・保証契約に係る
研修計画の立案
・説明用ツール・マ
ニュアル作成
・上記に係る研修

・行内研修の継続
実施

・15年7月のシステム移行に伴い銀行
取引約定書を差入方式から双務契約
方式に変更、また、保証契約は銀行取
引約定書に拠らず、保証形態による別
冊受入れを基本とする様式に変更し
た。さらに、ローン関係契約書を複写方
式に変更、保証意思確認も「どのように
説明し」「理解を得られたか」を記入す
るように改め、こうした新事務取扱導入
の説明会を実施した。
・新書式使用に関するＱ＆Ａを作成、配
布した

同左

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・事務・営業指導の強
化
・関係部の連携強化
・営業店に対する研
修の強化

・OJTを含めた事務
研修の継続実施
・研修計画の立案
・事例に基づく研修
・営業店での店内
研修強化

・左記施策の継続
実施

・事例に基づく研修会を実施した。（半
期に2～3回）
・四半期毎に相談、苦情処理の内容を
取り纏め、当社の「経営会議」に報告す
るとともに、それを題材にした各店での
勉強会の開催を定例化した。

・事例に基づく研修会を実施した。
・四半期毎に相談、苦情処理の内
容を取り纏め、当社の「経営会議」
に報告するとともに、それを題材に
した各店での勉強会の開催を定例
化した。

・本部関係部の連携強化による再発防止策
の検討
・営業店役席に対する事例に基づく研修の
実施

６．進捗状況の公表 ・各項目毎に進捗状
況を取り纏め、りそな
ホールディングスと連
携の上公表

・１５年度下期より
公表

・同左 ・15年度上期迄の進捗状況を11月
の中間決算発表時に合わせて公
表。

同左
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当 ・マニュアル、Q&A等
による研修の継続実
施
・関連諸規程の見直
し
・関連データによる研
修

・自己査定研修の
実施・関連規定の
見直し・整備
・自己査定Q&Aの
見直し・整備

・関連規定の見直
し・整備
・自己査定Q&Aの
見直し・整備

・自己査定研修の実施（営業店毎に別
紙により実施）。
・15年9月りそなホールディングスと平
仄を合わせた自己査定マニュアルの一
部改定をし、説明会の実施。
・15年下期は、12月に集合研修を行う
とともに、新しい自己査定マニュアルの
浸透も含め一般店9ヶ店に店舗単位の
勉強会を実施した。
・自己査定Ｑ＆Ａは半期毎に5～6項目
を整備し研修時の教材に利用してい
る。

・信用格付の運用開始、自己査定
マニュアルの一部改定、要管理債
権選定マニュアルの改訂等を行
い、より厳格な自己査定体制とし
た。（信用格付対象先･･与信額20
百万円以上として、従来の債務者
区分判定制度の要申請先・・与信
額50百万円以上から拡大した）
・自己査定Q&Aを作成（今後の研
修時の教材として利用）

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に
係る厳正な検証

・処分データの蓄積
・鑑定評価の拡大

・より精緻な処分実
績データの蓄積と
整備・処分実績の
担保評価への反映
と検証
・評価基準の見直
しと研修

・左記施策の継続
実施

・15年3月期より破綻懸念先以下
の大部分の不動産担保について
鑑定評価を採用（年１回、6ヶ月目
には時点修正）、また、15年下期
から売り急ぎ事情を前提とした「早
期売却価格」を導入した。
・鑑定評価以外の担保評価の厳
正化を図るために外部評価（りそ
なビジネスサービス）を導入した。
（鑑定評価対象先以外の与信額
100百万円以上先）
・また処分実績の反映では鑑定評
価に係る処分実績は競売による
売却実績はなく、任売事例7件と少
ないが、この任売事例を反映した
評価方法を採用したが、16年3月
自己査定では原則として、破綻懸
念先以下先の鑑定評価に早期売
却を前提とした価格とした。

・16年4月以降、与信額100百万円
以上先の外部評価を実施したがま
だ一部未了、早期に完了させる。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

・個社別取引方針を
明確化し、金利適正
化を図る
・信用格付を導入し、
ベース金利の精緻化
を図る

・貸出ベース金利
の確保による金利
適正化
・貸出ベース金利
への移行情報の営
業店への還元

・個社別取引方針
の精緻化
・貸出ベース金利
の定着
・信用格付導入に
よるベース金利の
精緻化と定着

・個社別取引方針は15年下期
に、再度、営業店とすり合わせ
を行い、金利適正化を推進し
た。
・貸出ベースレートへの移行の
進捗状況情報を営業店に四半
期毎の集計を還元し、さらなる
適正金利に対する認識を深め
るようにした。

・16年3月信用格付制度導入
し、営業店むけ説明会を実施。
7月から運用開始し与信総額
500円百万以上先58先を含む
230先の格付けを終えた。16年
度中に与信額20百万円以上全
先の格付を完了する予定。
・現状は、債務者区分による
ベースレートによる金利適正化
を進めているが、その進捗度
は取引先の抵抗感強く40%程
度に留まっている。
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 １６年４月～１６年９月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示（タイムリーディスクロー
ジャーを含む）のための体制整備等

・現行の体制を維持
するとともに、毎期の
決算に基づく「東京証
券取引所　会社情報
の適時開示基準金
額」確定時や、適時
開示規則その他法令
の改定時には、速や
かに銀行内で周知徹
底し、適時適切に対
応する体制を整備。

・適時開示規則そ
の他法令の遵守に
ついて周知徹底。

・同左 ・株式公開銀行と同様の開示体制
を維持するとともに、開示規則等
の遵守について、周知徹底を図っ
ている。

・同左

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ・15年度上期中に具
体的開示項目、方法
等について検討、15
年度下期以降、「地
域貢献に関する情
報」として開示。
・地域の反応等の検
証、開示項目等への
反映。

・具体的開示項
目、方法の検討、
「地域貢献に関す
る情報」開示の実
施。

・15年度下期開示
の地域の反応等の
検証、開示項目等
への反映及び15年
度決算に基づく情
報開示の実施。

・「地域貢献に関する情報」につい
て、りそなホールディングス広報部
と連携のうえ、「りそなホールディ
ングス中間期ディスクロージャー
誌2003-2004」「奈良銀行ディスク
ロージャー誌2004」およびホーム
ページを通じて公表した。

・「地域貢献に関する情報」を盛り
込んだ「奈良銀行ディスクロー
ジャー誌2004」を発刊済。

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 
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３．経営改善支援の取組み状況

・企業支援室は地元中小零細企業を対象として、債務者毎
の実態把握を行い、企業再生し債務者区分の良化を行う。
・15年3月期の要注意・要管理先のうち58先について具体的
な対象先の選定を行い、企業支援室・営業店連携により債
務者の現状把握を行う。
・延滞初期の段階から審査部管理課は、営業店と帯同する
などし、本部支店一体となって債務者の現況把握・管理にあ
たり債権の劣化防止につとめる。

・対象先を選定し債務者の実態把握に着手
・債務者区分の良化のために債務者毎の支援活動の目標設
定を行う。
・改善目標に対するモニタリングの実施（債務者企業への実
訪等）
・必要に応じ外部専門家との連携を図る。
・企業支援室の活動状況の担当役員への定期的報告を行
い、また毎年9月・3月の自己査定毎に対象先の見直しを行
う。

・対象先を見直し債務者の実態把握を継続する。
・債務者区分の良化のために債務者毎の支援活動の目標設
定を行う
・改善目標に対するモニタリングの実施（債務者企業への実
訪等）
・必要に応じ外部専門家との連携を図る
・企業支援室の活動状況の担当役員への定期的報告を行
い、また毎年9月・3月の自己査定毎に対象先の見直しを行
う。

進捗状況
・15年10月1日「企業支援室」(現　企業サポート本部第3部）を
3名体制で発足。
・15年10月1日審査部審査課員を1名増員し、支援室業務を
フォローできる体制とした。
・16年8月｢対応方針検討表｣｢進捗状況報告書｣制定により、
営業店と一体化した事業再生・ランクアップ活動を行う体制
の定着化を図る。

１６年４月～１６年９月

・16年8月｢対応方針検討表｣｢進捗状況報告書｣制定により、
営業店と一体化した事業再生・ランクアップ活動を行う体制
の定着化を図る。

・要注意先債権等の健全化を目的に、15年10月より支援対
象先(通期64先）への経営改善支援に着手した。
・15年下期、16年上期には対象先の見直しを行った。（16年
上期対象先58先）
・具体的には①経営改善計画策定支援　②所有資産売却指
導　③改善計画を基に政府系金融機関への支援協議　④奈
良県再生支援協議会への相談誘導等を行った。その結果、
別添経営改善支援の取組実績表のとおり、期中に債務者区
分の上昇先16先、債務者区分の維持29先の実績をあげた。

１６年４月～１６年９月

・一部破綻懸念先を含め55先を選定し、対象先の実態把握、
再生支援に着手した。
・経営改善支援の実績は、当期、取組先のうち債務者区分
の上昇先11先、債務者区分の維持先42先の実績をあげた。

・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む）

（注）下記の項目を含む
経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。
・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。

スケジュール

具体的な取組み

１５年度

備考（計画の詳細）

１６年度

（１）経営改善支援に関する
　　体制整備の状況

　　（経営改善支援の担当部署を含む）

　　１５年４月～１６年９月

（２）経営改善支援の取組み状況
（注）

１５年４月～１６年９月

（奈良銀行）



４．経営改善支援の取組み実績

【１５年４月～１６年９月】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 198 32 9 18

うち要管理先 59 16 5 5

破綻懸念先 72 10 2 5

実質破綻先 48 0 0 0

破綻先 36 0 0 0

合　計 2,090 64 16 29

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

1,677 6 1

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

（奈良銀行）



【１６年度上期（１６年４月～１６年９月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 209 30 7 20

うち要管理先 61 13 3 9

破綻懸念先 73 11 1 9

実質破綻先 60 2 0 2

破綻先 43 1 0 1

合　計 2,017 58 11 42

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１6年4月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

11,571

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

1
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